
特
集

日
本
中
世
の
家
と
女
性

明
智
光
秀
の
親
族
・
家
臣
団
と
本
能
寺
の
変

は
じ
め
に

本
能
寺
の
変
が
な
ぜ
起
こ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
歴
史
上
謎
の
ひ
と
つ
と
な
っ

て
い
る
。
家
臣
光
秀
が
主
君
信
長
を
討
つ
と
い
う
、
後
世
「
主
殺
し
」
と
い
う
悪

評
で
呼
ば
れ
た
こ
の
事
件
の
原
因
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し

明
智
光
秀
が
な
ぜ
謀
叛
を
決
意
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
納
得
で
き
る
環
由

は
一
不
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
本
能
寺
の
変
に
至
る
過
程
が
、
光
秀
側
か
ら
解
明

さ
れ
き
っ
て
い
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
る
と
考
え
る
。
光
秀
は
敗
軍
の
将
で
あ
る

た
め
、
残
っ
て
い
る
史
料
が
少
な
い
が
、
光
秀
の
来
歴
、
家
族
の
婚
姻
関
係
、
家

臣
団
の
全
貌
、
本
能
寺
の
変
に
至
る
主
君
信
長
や
同
輩
と
の
関
係
、
変
直
後
の
光

秀
方
の
行
動
や
羽
柴
秀
吉
と
の
対
戦
(
山
崎
合
戦
)
な
ど
の
面
か
ら
の
考
察
が
必
要

で
あ
る
と
考
え
る
。

し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
確
実
な
考
察
が
加
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た

光
秀
の
子
女
や
親
族
の
婚
娼
関
係
と
、
光
秀
が
持
っ
て
い
た
家
臣
匝
の
構
成
を
、

田

立高

泰

子

で
き
る
だ
け
事
実
に
近
い
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
史
料
を
使
っ
て
考

察
し
、
そ
の
上
に
立
っ
て
、
本
能
寺
の
変
に
至
る
光
秀
の
軌
跡
と
、
変
後
の
事
態
、

そ
し
て
本
能
寺
の
変
の
意
義
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。

1 

明
智
光
秀
の
家
族
・
親
族

明
智
光
秀
の
親
族
を
知
る
に
は
、
い
く
つ
か
の
史
料
が
参
考
に
な
る
。
『
寛
政

(

l

)

(

2

)

 

重
修
諸
家
譜
』
の
「
土
岐
系
図
」
の
ほ
か
に
「
明
智
系
図
し
(
『
続
群
書
類
従
』
第
五

輯
下
・
巻
第
一
二
人
)
が
あ
り
、
後
者
は
明
智
一
族
の
系
譜
で
は
最
も
詳
し
い
が
、

両
者
の
問
に
は
相
違
点
、
が
多
々
あ
る
。
ま
た
江
戸
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
『
明
智

(
3
)
 

軍
記
』
(
仁
木
謙
一
校
注
、
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
五
年
)
は
、
光
秀
の
家
族
や
家
臣

に
つ
い
て
の
記
述
が
豊
富
で
あ
る
が
、
箪
記
物
で
あ
り
、
明
智
家
側
の
視
点
か
ら

記
し
て
い
る
の
で
、
信
長
、
秀
吉
側
か
ら
の
多
く
の
残
存
史
料
と
は
記
述
の
仕
方

に
違
い
が
見
ら
れ
る

O

守
明
智
軍
記
』
は
作
者
不
詳
で
は
あ
る
が
、
元
禄
六
年
(
一

六
九
一
二
)
の
版
本
や
天
明
三
年
(
一
七
八
一
二
)
の
写
本
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
写
本
が
あ
る



の
で
、
近
世
の
比
較
的
本
能
寺
の
変
に
近
い
時
期
以
後
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る

(
4
)
 

と
考
え
る
。
ま
た
細
川
幽
斎
、
忠
興
の
事
跡
を
詳
し
く
載
せ
る
『
細
川
家
記
』

(
「
締
考
輯
録
し
と
も
云
わ
れ
る
)
も
、
編
纂
時
に
史
料
の
良
否
を
考
察
し
て
い
る
良

質
な
史
料
な
の
で
、
こ
れ
は
利
用
す
る
こ
と
に
す
る
。
多
く
の
明
智
関
係
資
料
の

(
5
)
 

中
で
、
信
長
・
秀
吉
側
か
ら
の
視
点
で
は
あ
る
が
、
「
惟
任
退
治
記
L

(

『
史
籍
集

覧
』
第
二
十
二
冊
、
臨
川
書
応
、
一
九
六
七
年
)
は
、
記
述
者
が
大
村
由
巴
で
、
天
正

十
年
十
月
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
尤
も
信
頼
、
が
置
け
る
史
料
で
あ
る
と

考
え
る
。
本
能
寺
の
変
の
直
後
に
書
か
れ
た
史
料
で
あ
る
た
め
、
こ
の
記
述
を
判

断
の
軸
と
し
て
お
き
た
い
。

『
明
智
軍
記
』
を
も
と
に
、
「
明
智
系
図
」
の
記
述
を
加
味
し
て
筆
者
が
作
成

し
た
の
が
、
左
の
系
図
で
あ
る
。
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守
細
川
家
記
』
な
ど
の
分
析
か
ら
、
光
秀
の
親
族
、
婚
姻
関
係
、
家
臣
聞
に
つ
い

2 

て
考
察
し
た
あ
と
に
、
一
不
す
こ
と
に
し
た
い
。

光
秀
の
誕
生
か
ら
信
長
の
家
臣
と
な
る
ま
で

明
智
光
秀
の
生
ま
れ
た
年
は
、
享
禄
元
年
(
一
五
二
八
)
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き

る
。
そ
の
理
由
は
、
天
正
十
年
に
光
秀
が
亡
く
な
っ
た
時
、
五
十
五
歳
で
あ
っ
た

と
す
る
『
明
智
軍
記
』

の
記
述
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
逆
算
す
る
と
一
五
二
八
年

の
生
ま
れ
と
な
る
。

明
智
光
秀
の
父
は
光
網
(
「
明
智
系
図
」
で
は
光
隆
と
す
る
)
母
は
武
田
義
統
の
妹

(
っ
明
智
系
図
乙
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
光
網
は
「
早
世
」
し
、
弟
光
安
が
父

の
代
の
明
智
氏
を
統
べ
て
い
た
。
光
安
は
美
濃
の
斉
藤
義
龍
の
家
臣
と
な
り
、



「
明
智
兵
庫
助
光
安
入
道
宗
宿
」
と
名
乗
っ
て
、
東
美
濃
の
明
智
城
に
在
城
し
、

一
万
貫
の
知
行
を
持
つ
武
士
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
斉
藤
龍
興
が
光
安
の
城

を
攻
撃
し
た
と
き
、
光
安
は
弟
「
次
右
衛
門
光
久
」
と
共
に
討
ち
死
に
し
て
し
ま

ぅ
。
光
安
入
道
宗
宿
の
甥
に
当
た
る
光
秀
は
宗
宿
に
諌
め
ら
れ
て
明
智
城
を
出
て
、

越
前
に
・
向
か
っ
た
と
さ
れ
る
。

こ
の
と
き
光
安
入
道
宗
宿
は
光
秀
に
対
し
て
、
お
前
は
明
智
家
の
嫡
孫
で
あ
る
、

そ
れ
に
「
妙
絶
勇
才
ノ
仁
L

で
あ
る
の
で
、
自
分
の
息
男
「
弥
平
次
光
春
」

の
「
次
郎
光
忠
」
を
頼
む
、

ど
の
よ
う
に
し
て
で
も
「
撫
育
」
し
て
、
家
を
輿
し

て
く
れ
、

と
頼
ん
だ
の
で
、
光
秀
は
や
む
な
く
一
族
を
伴
っ
て
城
を
出
た
と
い
う
。

以
上
の
記
述
は
『
明
智
軍
記
』

に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
光
秀
の
祖
父
光
継
が

美
濃
守
護
土
岐
氏
の
庶
流
で
あ
る
と
す
る
「
明
智
系
図
」
の
記
載
は
、
っ
土
岐
系

図
L

に
明
智
氏
が
庶
流
の
中
に
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
、
採
用
で
き
な
い
と
考

え
る
。
む
し
ろ
『
明
智
軍
記
』
の
右
の
記
述
、
つ
ま
り
明
智
一
族
は
斉
藤
氏
の
家

臣
ク
ラ
ス
で
ふ
め
っ
た
と
見
る
方
、
が
事
実
に
近
い
と
考
え
る
。

明智光秀の親族・家臣団と本能寺の変

ま
た
、
光
秀
の
父
の
死
に
よ
っ
て
、
光
安
が
一
族
を
統
べ
て
い
た
が
、
斉
藤
龍

輿
軍
の
攻
撃
に
よ
っ
て
光
安
・
光
久
が
死
去
し
た
の
で
、
光
秀
に
明
智
一
族
を
率

い
る
責
任
が
ふ
り
か
か
っ
て
き
た
と
い
う
の
は
、
こ
れ
も
事
実
に
近
い
と
考
え
る
。

こ
の
後
、
光
春
と
光
忠
は
、
光
秀
の
娘
婿
と
な
り
、
光
秀
と
行
動
を
共
に
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

明
智
城
か
ら
逃
れ
た
光
秀
は
、
し
ば
ら
く
し
て
越
前
の
朝
倉
義
景
の
も
と
に
抱

え
ら
れ
、
五
百
貫
の
地
を
も
ら
う
。
永
禄
五
年
(
一
五
六
一
一
)
光
秀
は
一
向
一
撲
に

対
し
て
鉄
砲
で
応
戦
し
て
お
り
、
光
秀
と
共
に
「
弥
平
次
」
・
「
次
右
衛
門
L

が

い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
、
光
春
・
光
忠
は
光
秀
と
一
体
と
な
っ
て
朝
倉
氏
に
家

臣
化
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
こ
の
戦
い
の
時
、
朝
倉
景
基
の
深
追
い
を

戒
め
て
お
り
、
鉄
砲
で
の
奮
戦
と
、
こ
の
諒
一
一
首
に
対
し
て
、
朝
倉
義
景
か
ら
感
状

を
賜
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
年
三
十
五
歳
に
な
っ
て
い
た
光
秀
に
は
い
よ
い
よ
武

将
と
し
て
の
才
能
が
花
聞
き
始
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

光
秀
は
砲
術
に
優
れ
て
い
た
ら
し
く
、
義
景
や
家
来
衆
の
見
物
す
る
中
で
、
鉄

砲
の
技
を
披
露
し
て
お
り
、
こ
の
技
術
に
感
心
し
た
義
景
は
、
光
秀
に
「
鉄
砲
寄

甥

子
」
と
し
て
百
人
の
家
臣
を
付
属
さ
せ
て
い
る
。

そ
の
後
朝
倉
義
景
の
「
近
習
」
に
も
連
な
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
光
秀
で
あ
っ
た

が
、
、
水
禄
八
年
(
一
五
六
五
)
の
こ
ろ
よ
り
義
景
に
冷
遇
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

方
岐
阜
で
は
信
長
が
妻
の
父
斎
藤
道
一
一
一
の
敵
を
討
っ
て
斉
藤
龍
輿
を
追
い
出
し
て

い
た
の
で
、
永
禄
九
年
十
月
、
信
長
の
元
へ
移
り
、
信
長
の
家
臣
と
な
る
。
信
長

は
光
秀
に
美
濃
安
八
郡
の
中
の
関
所
四
千
二
百
貫
の
地
を
与
え
て
い
る
。

3 

光
秀
が
信
長
に
会
見
し
た
と
き
、
信
長
の
「
御
内
所
ノ
局
」

つ
ま
り
「
御
台

所
L

に
も
「
元
結
紙
L

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
物
を
献
上
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
信
長

の
正
室
は
光
秀
の
「
従
弟
」
(
従
姉
妹
の
こ
と
)
で
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
。
正
室
と

は
斉
藤
道
一
二
の
娘
「
帰
燥
L

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
信
長
の
臣
下
と
し
て

の
光
秀
時
代
が
始
ま
る
。

光
秀
の
青
年
期
ま
で
の
動
静
は
「
明
智
軍
記
」
に
も
一
切
記
さ
れ
て
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
明
智
氏
は
土
岐
氏
の
庶
流
で
あ
る
と
の
説
も
疑
わ
し
く
な
る
。
そ
の

た
め
実
母
に
つ
い
て
も
武
田
義
統
の
妹
で
あ
る
と
の
説
も
、
保
留
に
し
て
お
か
ね

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
父
の
死
後
、
斉
藤
義
龍
の
家
臣
と
な
っ
て
い
た
叔
父
二
人

の
戦
死
と
い
う
事
態
を
迎
え
、
甥
た
ち
を
引
き
連
れ
て
斉
藤
氏
以
外
の
新
た
な
仕

官
先
を
求
め
、
朝
倉
氏
、
そ
し
て
織
田
信
長
に
仕
官
し
た
と
い
う
の
が
、
ほ
ほ
確



か
な
光
秀
三
十
九
歳
ま
で
の
来
歴
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

本
能
寺
の
変
に
至
る
ま
で
の
信
長
と
光
秀
の
主
従
関
係

司
明
智
軍
記
』
に
よ
れ
ば
、
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
永
禄
九
年
(
一
五
六
六
)
に

信
長
の
家
臣
と
な
っ
た
光
秀
は
翌
永
禄
十
年
以
後
、
滝
川
一
益
と
共
に
伊
勢
平
定

に
向
か
っ
た
の
を
初
め
、
目
覚
ま
し
い
活
動
を
見
せ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
章
で
は

信
長
が
全
国
平
定
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
構
想
を
描
き
、
光
秀
を
ど
の
よ
う
に
活

用
し
た
の
か
を
、
信
長
の
日
か
ら
眺
め
て
み
る
こ
と
を
テ
l
マ
と
し
て
み
た
い
。

そ
し
て
主
要
な
場
面
で
光
秀
は
ど
の
よ
う
に
子
女
の
婚
姻
関
係
を
形
成
し
た
の
か
、

ど
の
よ
う
な
家
臣
を
も
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
の
た
め
主
と
し

(7) 

て
『
信
長
公
記
』
『
織
田
信
長
文
書
の
研
究
』
『
細
川
家
記
』
を
史
料
と
し
て
使
用

す
る
。

1 

信
長
の
義
昭
奉
戴
と
光
秀
・
藤
孝

『
細
川
家
記
』
を
見
る
と
、
明
智
光
秀
が
信
長
の
家
臣
と
し
て
登
場
す
る
の
は
、

『
明
智
軍
記
』
よ
り
2
年
遅
い
永
禄
十
一
年
の
こ
と
と
記
さ
れ
る
。
こ
の
年
七
月
、

足
利
義
昭
が
信
長
の
招
き
に
よ
っ
て
一
乗
谷
か
ら
美
濃
に
赴
い
た
時
か
ら
、
光
秀

が
登
場
す
る
。
足
利
義
昭
は
前
将
軍
義
輝
の
弟
で
、
、
水
禄
八
年
五
月
に
三
好
・
松

永
に
よ
っ
て
義
輝
が
殺
害
さ
れ
た
時
以
来
、
近
江
の
甲
賀
、
次
い
で
矢
島
に
い
て
、

帰
洛
の
機
会
と
手
段
を
伺
っ
て
い
た
。
し
か
し
義
昭
自
身
に
は
護
衛
の
侍
も
い
な

い
の
で
、
和
田
秀
盛
、
六
角
承
禎
(
義
賢
)
、
上
杉
謙
信
を
頼
み
、
永
禄
九
年
に
は

織
田
信
長
に
依
頼
し
て
、
上
洛
を
追
求
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
永
禄
十
一
年
、

信
長
は
義
昭
を
美
濃
の
岐
阜
城
に
招
い
た
。
そ
れ
は
、
美
濃
で
の
斉
藤
龍
輿
と
の

戦
い
に
勝
利
し
た
た
め
で
あ
る
。
十
年
八
月
、
信
長
は
岐
阜
城
を
陥
れ
て
龍
輿
を

追
い
、
美
濃
か
}
平
定
し
た
。
岐
阜
城
は
以
後
、
信
長
の
拠
点
の
城
と
な
る
。
そ
し

て
、
こ
の
岐
阜
城
に
義
昭
を
迎
え
た
の
が
十
一
年
七
月
な
の
で
あ
る
。

義
昭
と
信
長
の
初
め
て
の
会
見
に
つ
い
て
、
『
細
川
家
記
』
に
は
次
の
よ
う
に

記
さ
れ
る
。
十
一
年
六
月
二
十
三
日
、
義
昭
は
細
川
藤
孝
と
上
野
清
信
を
使
者
と

し
て
、
岐
皐
に
赴
き
、
「
明
智
十
兵
衛
光
秀
L

に
付
い
て
信
長
に
謁
見
し
た
。
こ

の
書
き
方
か
ら
見
る
と
、
光
秀
は
主
君
信
長
へ
の
申
し
次
ぎ
(
奏
者
)
の
役
割
を
果

た
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
会
見
時
義
昭
は
「
足
利
家
が
京
都
に
安
座
で
き

る
よ
う
に
、
信
長
を
頼
り
に
思
っ
て
い
る
、
貴
殿
の
武
略
な
ら
で
は
、
成
功
し
難

い
」
と
申
し
述
べ
、
信
長
の
武
力
に
よ
っ
て
京
都
に
安
座
し
、
将
軍
家
が
存
続
で

き
る
よ
う
、
尽
力
を
依
頼
し
た
の
で
あ
る
。
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こ
れ
が
明
智
光
秀
が
司
細
川
家
記
』
に
登
場
す
る
最
初
の
部
分
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
記
述
か
ら
考
え
る
と
、
光
秀
は
永
禄
十
一
年
以
前
か
ら
信
長
に
仕
え
て
お
り
、

永
禄
十
一
年
ご
ろ
に
は
奏
者
(
申
し
次
ぎ
)
の
役
目
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
足
利
家
の
幕
臣
三
淵
家
に
生
ま
れ
た
細
川
藤
孝
は
、
永
禄
七
年
に
は
義

輝
の
母
慶
寿
院
の
伊
勢
参
宮
の
御
供
を
し
、
永
禄
八
年
に
義
輝
が
殺
害
さ
れ
た
と

き
、
義
輝
の
弟
覚
慶
(
の
ち
の
義
昭
)
を
救
い
出
し
、
乳
母
も
連
れ
て
、
春
日
山
か

ら
玉
水
、
八
嶋
郷
へ
と
逃
れ
て
い
る
。
そ
の
後
も
、
六
角
氏
、
武
田
氏
、
朝
倉
氏

と
頼
る
先
を
捜
す
の
に
苦
労
し
て
い
る
。
こ
の
こ
ろ
の
義
昭
の
家
臣
は
、
細
川
藤

孝
の
ほ
か
、
上
野
、
コ
一
淵
、
沼
田
ら
で
あ
る
。

光
秀
と
藤
孝
が
親
し
く
な
る
機
会
は
、
義
昭
が
朝
倉
氏
を
頼
っ
て
一
乗
谷
に
い

た
時
期
に
訪
れ
る
。
藤
孝
は
義
昭
に
付
き
従
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ



藤
孝
が
足
利
家
の
衰
微
・
漂
泊
の
始
終
を
物
語
る
と
、
光
秀
は
「
今
、
義
昭
公
開

近
の
衆
の
中
で
、
強
敵
を
退
け
、
同
市
洛
の
大
功
を
立
て
ら
れ
る
の
は
、
藤
孝
君

人
で
あ
る
、
こ
の
固
に
留
ま
っ
て
、
朝
倉
を
頼
っ
て
入
洛
を
果
た
さ
れ
る
の
は
、

で
き
な
い
相
談
で
あ
ろ
う
、
そ
れ
に
反
し
て
信
長
は
、
当
時
の
勇
将
で
あ
り
、
今

既
に
美
濃
・
尾
張
を
領
し
て
近
江
を
呑
ま
ん
と
す
る
の
気
あ
り
、
自
分
は
信
長
の

正
室
に
縁
が
あ
っ
て
、
し
き
り
に
(
臣
下
に
と
)
招
か
れ
て
い
る
、
大
禄
を
与
え
よ

う
と
い
わ
れ
る
の
で
、
却
っ
て
迷
っ
て
い
る
、
藤
孝
殿
、
が
忍
ん
で
岐
阜
へ
行
き
、

信
長
に
頼
ま
れ
る
と
よ
い
だ
ろ
う
」
と
述
べ
た
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
藤
孝
は
、

「
自
分
も
こ
の
こ
と
は
思
っ
て
い
た
が
、
信
長
の
家
中
に
知
る
人
は
い
な
い
、
必

要
な
時
は
貴
殿
(
光
秀
)
を
頼
り
た
い
し
と
述
べ
、
二
人
の
聞
に
約
諾
が
成
立
し
た

と
い
う
。

こ
の
光
秀
の
言
葉
に
一
不
さ
れ
る
よ
う
に
、
岐
阜
に
い
る
信
長
が
想
定
さ
れ
て
い

る
の
で
、
二
人
の
談
合
は
、
永
禄
十
年
八
月
以
後
、
十
一
年
七
月
ま
で
の
関
の
こ

と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
光
秀
は
こ
の
こ
ろ
、
ま
だ
信
長
の
家
臣
と
な
る
こ
と

明智光秀の親族・家臣回と本能寺の変

に
、
迷
い
を
感
じ
て
い
た
ら
し
い
。
し
か
し
七
月
に
は
、
信
長
の
奏
者
と
し
て
の

位
置
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
ま
た
、
二
人
が
信
長
の
家
臣
と
な
る
以
前

か
ら
、
彼
ら
の
間
に
交
友
関
係
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。

そ
れ
に
、
光
秀
自
身
の
口
か
ら
、
信
長
の
正
室
帰
擦
と
血
縁
関
係
が
あ
る
と
云

っ
て
い
る
点
に
も
注
目
し
た
い
。
斉
藤
氏
の
家
臣
団
の
中
に
い
た
明
智
氏
は
斉
藤

道
三
の
娘
婿
蝶
と
何
ら
か
の
親
族
関
係
を
築
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

義
昭
と
信
長
の
会
見
に
先
立
っ
て
、
光
秀
は
信
長
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
越
前
に
い
た
こ
ろ
、
義
昭
公
が
信
長
様
を
頼
り
た
い
と
の
こ
と
を
承
っ
た
、
も

し
そ
う
な
ら
、
義
昭
公
を
取
り
立
て
ら
れ
、
隣
国
を
御
征
伐
さ
れ
、
査
に
三
好
、

松
永
等
を
討
っ
て
、
大
功
を
京
畿
に
立
て
ら
れ
、
管
領
と
称
さ
れ
た
な
ら
ば
、
御

威
光
は
右
に
出
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
。
こ
れ
を
聞
い
て
信
長
は
喜
び
、
柴

目
、
丹
羽
な
ど
の
重
臣
と
評
議
し
て
、
「
そ
う
し
よ
う
」
と
云
わ
れ
た
の
で
、
光

秀
か
ら
藤
孝
に
使
い
を
出
し
て
告
げ
、
義
昭
か
ら
正
式
に
両
使
が
遣
わ
さ
れ
た
、

と
い
う
。

つ
ま
り
信
長
と
義
昭
の
会
見
が
成
功
し
た
背
景
に
は
、
以
前
か
ら
の
光
秀
と
藤

孝
の
約
諾
と
そ
の
実
現
へ
の
努
力
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
こ
と
が
、
『
細
川
家
記
』

で
は
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
の
よ
う
な
準
備
過
程
を
経
て
、
義
昭
の
信
長
と
の
会
見
と
い
う
歴
史
的
な

事
態
は
、
実
際
に
は
次
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
て
実
現
さ
れ
た
。
永
禄
十
一
年
、

光
秀
と
藤
孝
は
ひ
そ
か
に
計
っ
て
光
秀
の
家
人
溝
尾
庄
兵
衛
、
一
一
一
宅
藤
兵
衛
に
ニ

十
人
余
り
の
人
数
を
添
え
て
、
阿
波
ヶ
口
に
待
た
せ
た
。
信
長
の
使
者
不
破
・
村
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井
・
島
田
は
、
千
余
人
と
い
う
大
人
数
で
近
江
犬
上
郡
多
摩
で
待
機
し
て
い
た
。

そ
の
ほ
か
浅
井
長
政
も
五
百
余
人
を
率
い
て
近
江
・
越
前
国
境
へ
と
迎
え
に
出
か

け
て
い
る
。
義
昭
は
七
月
十
六
日
に
一
乗
谷
を
出
発
、
朝
倉
義
景
は
朝
倉
景
恒
、

前
波
景
定
に
近
江
国
境
ま
で
見
送
ら
せ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
浅
井
、
不
破
が
義

昭
に
供
奉
し
、
藤
孝
は
大
野
郡
か
ら
阿
波
谷
に
向
か
い
、
仏
ケ
原
に
至
っ
て
い
る
。

光
秀
は
五
百
人
余
を
率
い
て
仏
ケ
原
に
義
昭
を
迎
え
た
。
つ
ま
り
こ
こ
仏
ケ
原
で
、

義
昭
は
信
長
方
の
勢
力
下
に
入
っ
た
こ
と
に
な
る
。
七
月
二
十
五
日
、
義
昭
は
美

濃
の
立
政
寺
に
入
る
。
信
長
と
義
昭
の
会
見
は
、
二
十
七
日
に
実
現
し
た
。

右
の
会
見
経
過
を
見
る
と
、
光
秀
は
信
長
方
の
主
要
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
義
昭

の
会
見
を
準
備
し
、
信
長
の
軍
勢
も
預
け
ら
れ
て
義
昭
警
護
に
携
わ
り
、
仏
ケ
原

で
義
昭
を
受
取
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
藤
孝
は
会
見
成
立
ま
で
の
準
備
に
光
秀



と
奔
走
し
、
ま
た
義
昭
に
付
き
従
っ
て
越
前
か
ら
美
濃
に
到
着
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
義
昭
が
信
長
の
勢
力
下
に
入
っ
た
と
き
、
信
長
方
の
義
昭

受
取
の
責
任
者
は
光
秀
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

藤
孝
と
光
秀
の
間
に
は
、
こ
れ
以
後
新
た
な
関
係
が
生
ま
れ
る
。
そ
れ
は
、
藤

孝
の
旧
領
圏
復
に
関
し
て
で
あ
る
。
藤
孝
が
南
都
に
い
た
義
昭
の
元
に
赴
い
た
こ

ろ
、
藤
孝
の
城
で
あ
る
青
龍
寺
城
(
現
長
岡
京
市
)
は
岩
成
の
手
に
落
ち
て
い
た
。

そ
こ
で
こ
の
年
、
こ
の
城
を
取
り
返
そ
う
と
し
て
、
藤
孝
は
思
案
す
る
。
信
長
か

ら
兵
を
出
そ
う
と
云
わ
れ
た
が
藤
孝
は
断
っ
て
い
る
。
し
か
し
光
秀
が
っ
家
士
」

三
宅
藤
兵
衛
に
百
五
十
の
兵
を
付
け
て
加
勢
さ
せ
た
の
は
、
受
け
入
れ
て
い
る
。

藤
孝
の
兵
は
百
二
十
で
あ
っ
た
。
こ
の
合
戦
で
岩
成
を
破
り
、
藤
孝
は
青
龍
寺
城

を
回
復
し
た
。
こ
の
戦
い
は
、
信
長
上
洛
後
、
初
め
て
の
取
り
合
い
で
あ
る
と
い

藤
孝
が
光
秀
の
派
兵
は
受
け
入
れ
、
信
長
の
そ
れ
は
断
っ
た
点
か
ら
見
て
も
、

光
秀
と
藤
孝
の
信
頼
関
係
は
ま
す
ま
す
強
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

十
月
、
義
昭
と
信
長
は
、
大
軍
を
率
い
て
摂
津
・
河
内
に
進
発
す
る
。
こ
の
行

軍
で
、
畿
内
は
信
長
・
義
昭
両
者
の
手
中
に
帰
し
、

孝
は
義
昭
に
従
っ
て
入
浴
し
、
義
昭
は
細
川
氏
網
の
旧
館
を
仮
御
所
と
し
て
安
座

し
、
入
浩
の
本
懐
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
信
長
は
清
水
寺
で
洛
中
の
制
法
を
定
め

一
応
の
平
穏
が
訪
れ
る
。
藤

て
い
る
。
義
昭
は
征
夷
大
将
軍
に
任
じ
ら
れ
、
信
長
は
正
五
位
下
、
弾
正
忠
と
な

っ
た
。
義
昭
の
仮
御
所
は
そ
の
後
細
川
氏
網
邸
か
ら
六
条
本
因
寺
(
日
蓮
宗
)
に
替

わ
っ
た
。

、
水
禄
十
一
年
段
階
に
見
え
る
光
秀
の
家
臣
は
溝
尾
庄
兵
衛
と
三
宅
藤
兵
衛
で
あ

る
。
信
長
と
義
昭
の
会
見
前
に
、
こ
の
一
一
人
に
二
十
人
を
添
え
て
阿
波
ヶ
口
で
待

た
せ
た
と
あ
る
の
で
、
溝
尾
、
三
宅
は
光
秀
の
信
頼
す
る
重
臣
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
一
二
宅
藤
兵
衛
は
、
岩
成
攻
撃
の
際
に
も
百
五
十
人
の
兵
を
率
い
て
い
る
。

光
秀
の
重
臣
中
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
藤
孝
の
こ
の
時
期
の
重
臣
は
、
斉
藤
元
実
(
斉
藤
一
克
右
の
子
)
、
有

吉
、
そ
れ
に
松
井
康
之
で
あ
っ
た
。
青
龍
寺
城
を
藤
孝
が
回
復
す
る
と
、
寄
子
が

急
増
し
、
有
士
口
、
松
井
に
加
え
て
、
米
田
、
沼
田
、
青
野
、
革
島
(
秀
存
)
、
志
水
、

長
須
、
弓
削
ら
の
名
が
見
え
る
。
米
田
氏
は
藤
孝
の
養
女
の
夫
で
あ
る
。
婚
姻
関

係
で
つ
な
が
っ
て
い
る
男
性
が
、
重
臣
と
な
っ
て
い
る
例
は
、
所
々
の
武
将
で
見

ら
れ
る
普
遍
的
な
現
象
で
あ
る
。

2 

信
長
入
洛
後
の
光
秀
と
藤
孝

、
水
禄
十
二
年
(
一
五
六
九
)
の
信
長
・
義
昭
の
三
好
と
の
戦
い
の
あ
と
、
光
秀
は
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信
長
の
命
で
若
狭
・
越
前
方
面
で
戦
い
、
元
亀
元
年
(
一
五
七
一
)
光
秀
は
近
江
坂

本
城
を
与
え
ら
れ
た
。
近
江
田
内
で
滋
賀
郡
が
光
秀
に
与
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。

坂
本
は
京
に
近
く
、
南
近
江
の
要
地
で
あ
る
。
こ
れ
が
光
秀
に
与
え
ら
れ
た
と
い

う
意
義
は
大
き
い
。
こ
れ
は
、
入
京
を
果
た
し
た
と
は
い
え
全
国
に
敵
を
抱
え
、

自
身
は
岐
阜
に
本
拠
を
構
え
る
信
長
が
、
京
を
に
ら
む
近
江
南
半
を
光
秀
に
任
せ

た
こ
と
を
示
す
。
光
秀
へ
の
信
頼
度
が
増
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
羽
柴
秀
吉

は
こ
の
二
年
に
初
め
て
城
持
ち
大
名
と
な
っ
て
い
る
。
光
秀
に
坂
本
城
を
与
え
た

の
は
、
京
に
い
る
義
昭
を
監
視
し
、
義
昭
に
通
じ
そ
う
な
旧
勢
力
に
も
備
え
る
た

め
に
は
、
藤
孝
と
親
交
の
厚
い
光
秀
が
適
任
で
あ
る
と
信
長
は
考
え
た
の
で
あ
ろ

う
。
光
秀
が
信
長
の
信
頼
厚
い
臣
下
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
藤
孝
宛
て
の
書
状
に

(
8
)
 

「
光
秀
に
申
し
含
め
て
あ
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
明
白
で
あ
る
(
『
草
島
文
書
』
)

0



光
秀
か
ら
の
援
軍
で
青
龍
寺
城
を
回
復
し
た
藤
孝
は
元
亀
二
年
(
一
五
七
二
)
普

請
を
行
い
、
城
の
整
備
を
強
化
し
た
。

3 

信
長
と
義
昭
の
決
加

元
亀
二
年
(
一
五
七
二
)
十
二
月
、
信
長
と
義
昭
の
聞
は
断
裂
す
る
。
信
長
は
十

七
ヶ
条
の
意
見
状
を
義
昭
に
突
き
つ
け
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
『
信
長
公
記
』

は
「
公
方
様
御
謀
叛
付
十
七
ケ
条
の
こ
と
L

と
い
う
表
題
を
付
け
て
い
る
。

こ
の
十
七
ケ
条
の
詰
聞
の
中
に
、
光
秀
に
関
す
る
一
条
が
あ
る
。
そ
の
条
(
十

コ
蚕
)
を
左
に
引
用
す
る
。

一
、
明
智
地
子
銭
を
納
め
置
き
、
買
物
の
か
は
り
に
渡
し
遣
は
し
候
を
、
出
門

領
の
由
仰
せ
懸
け
ら
れ
、
預
ケ
置
き
候
者
の
御
押
へ
の
事
。

こ
の
意
味
は
、
明
智
光
秀
が
京
中
か
ら
徴
集
し
た
地
子
銭
を
、
義
昭
に
納
め
て

い
た
と
こ
ろ
、
京
中
は
山
門
(
比
叡
山
)
領
だ
と
い
っ
て
、
地
子
銭
を
預
け
た
義
昭

家
臣
に
押
領
さ
せ
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
地
子
銭
は
室
町
期
、
酒
屋
・
土
倉

明智光秀の親族・家臣団と本能寺の変

か
ら
幕
府
が
償
集
し
て
い
た
税
で
あ
る
。
京
中
の
酒
屋
・
土
倉
に
は
比
叡
山
の
支

配
下
に
あ
る
も
の
が
多
く
、
彼
ら
は
「
山
門
気
風
の
土
倉
」
な
ど
と
い
わ
れ
た
。

酒
屋
・
土
倉
は
、
む
し
ろ
幕
府
の
地
子
銭
を
滞
納
し
た
り
免
除
さ
れ
る
た
め
の
口

実
に
、
比
叡
山
の
支
配
下
に
あ
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
口
実

を
持
ち
出
し
て
、
明
智
を
使
っ
て
信
長
が
納
め
さ
せ
た
地
子
銭
を
、
義
昭
が
家
臣

を
使
っ
て
横
領
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

義
昭
に
対
す
る
信
長
の
非
難
か
ら
、
光
秀
は
京
都
で
地
子
銭
を
集
め
る
役
割
、

す
な
わ
ち
京
中
支
配
の
任
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
坂
本
城
に
い

た
光
秀
は
信
長
の
指
令
の
も
と
、
商
工
業
者
か
ら
地
子
銭
を
徴
集
す
る
よ
う
な
重

要
任
務
、
京
中
支
配
を
担
当
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

信
長
の
諌
書
が
出
さ
れ
た
時
、
藤
孝
も
義
昭
に
寸
・
仁
心
を
基
と
し
、
遊
興
を
制

し
、
政
道
に
私
な
き
」
こ
と
を
求
め
て
諌
言
を
な
し
た
と
こ
ろ
、
義
昭
は
怒
り
、

(
9
)
 

藤
孝
を
訴
す
べ
き
だ
と
述
べ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
藤
孝
は
青
龍
寺
城
に
塾
居
し

た
。
信
長
の
方
か
ら
も
義
昭
に
人
質
を
送
り
、
和
睦
し
よ
う
と
努
め
た
が
、
調
わ

な
か
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
よ
り
藤
孝
が
京
辺
の
様
子
を
注
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見

れ
ば
、
義
昭
か
ら
信
長
へ
と
出
仕
先
を
変
え
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
う
し
て
細

川
藤
孝
は
幕
臣
か
ら
信
長
家
臣
へ
と
転
身
し
た
の
で
あ
る
。

天
正
元
年
(
一
五
七
一
二
)
の
七
月
、
義
昭
は
槙
島
城
に
龍
も
っ
た
が
遂
に
降
伏
し
、

河
内
の
若
江
に
追
放
さ
れ
、
室
町
幕
府
は
終
わ
り
を
告
げ
た
。
藤
孝
は
公
方
に
従

う
か
、
信
長
に
従
う
か
、
苦
し
い
胸
の
内
を
光
秀
に
吐
露
し
て
い
た
。
い
っ
ぽ
う

光
秀
は
「
藤
孝
は
柔
和
な
勇
者
で
あ
り
、
当
世
の
名
将
で
あ
る
、

か
つ
替
市
中
義
の
図
ω

7 

寵
も
厚
い
、
よ
っ
て
藤
孝
が
信
長
の
家
臣
と
な
れ
ば
信
長
に
と
っ
て
大
き
な
幸
い

と
な
る
だ
ろ
う
か
ら
、
札
を
厚
く
し
て
招
か
れ
る
の
が
よ
い
」
と
述
べ
た
と
い
う
。

光
秀
は
そ
れ
ま
で
の
交
誌
に
基
づ
き
、
義
昭
か
ら
離
れ
た
藤
孝
を
精
一
杯
推
挙
し

た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

光
秀
の
推
挙
を
容
れ
た
た
め
か
、
信
長
は
村
井
を
藤
孝
の
元
に
遣
わ
し
、
光
秀

は
家
人
溝
尾
庄
兵
衛
を
使
者
と
し
て
、
藤
孝
を
説
得
し
た
の
で
、
藤
孝
は
信
長
に

属
す
決
心
を
固
め
た
。

こ
の
年
、
七
月
十
日
付
け
で
信
長
は
藤
孝
に
対
し
て
「
城
州
之
内
桂
川
西
地
を

限
り
」
「
一
職
L

に
与
え
る
と
い
う
朱
印
状
を
出
し
て
い
る
。
山
城
国
の
西
岡
地

域
を
「
一
職
」
に
与
え
ら
れ
た
こ
の
証
書
は
、
本
領
青
龍
寺
城
に
加
え
て
、
桂
川

よ
り
西
、
丹
波
山
地
よ
り
東
の
、
北
は
嵯
峨
か
ら
南
は
山
崎
に
至
る
西
岡
の
地
を



加
増
さ
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
。
こ
の
朱
印
状
に
は
、
藤
孝
が
信
長
に
鞍
替
え
し

て
臣
従
し
た
こ
と
に
対
す
る
本
領
安
堵
と
新
思
給
与
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た

と
考
え
る
。

藤
孝
に
対
す
る
桂
川
西
地
の
「
一
職
」
支
配
承
認
の
内
実
は
、
草
島
氏
や
士
山
水

氏
ら
の
藤
孝
の
寄
子
た
ち
に
と
っ
て
も
、
本
領
が
安
堵
さ
れ
る
と
い
う
効
果
を
も

た
ら
し
た
。
い
っ
ぽ
う
、
商
岡
の
土
豪
で
、
信
長
に
叛
し
て
丹
波
の
波
多
野
に
属

し
た
物
集
女
氏
な
ど
は
、
所
領
を
失
う
こ
と
と
な
っ
た
。
藤
孝
が
「
長
岡
」
を
姓

と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
年
か
ら
で
あ
る
。

藤
孝
は
ま
た
、
義
昭
が
没
落
し
た
た
め
、
浪
人
と
な
っ
た
、
も
と
公
方
の
家
臣

た
ち
を
召
し
抱
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
沼
田
、
荒
川
、

一
色
、
飯
河
な
ど
で
あ
っ

た
と
い
う
。

4 

信
長
の
構
想

l
光
秀
を
西
国
征
将
に

天
正
二
年
(
一
五
七
回
)
岐
阜
城
へ
年
賀
に
来
た
家
臣
た
ち
に
対
し
て
、
信
長
は

光
秀
の
四
男
を
筒
井
順
慶
の
養
子
と
し
、
光
秀
の
娘
を
織
田
信
澄
に
嫁
さ
せ
る
よ

う
命
じ
る
。
そ
し
て
藤
孝
と
光
秀
が
「
縁
家
L

と
な
る
こ
と
を
求
め
た
。
藤
孝
は

初
め
辞
退
し
た
が
信
長
の
再
三
の
仰
せ
に
よ
っ
て
、
細
川
忠
輿
と
明
智
玉
子
の

(
叩
)

「
縁
約
」
が
定
ま
っ
た
と
い
う
。
そ
の
他
家
臣
達
の
間
関
の
不
利
を
解
か
せ
て
、
光

秀
に
対
し
て
「
汝
を
西
国
征
将
と
す
る
、
先
ず
丹
波
を
征
伐
す
ベ
し
、
藤
孝
も
共

(
日
)

に
赴
く
べ
し
」
と
命
じ
て
い
る
。
多
く
の
信
長
家
臣
が
い
る
中
で
、
明
智
光
秀
が

西
国
征
伐
の
最
高
指
揮
官
と
さ
れ
、
そ
の
光
秀
に
協
力
す
る
よ
う
に
婚
姻
養
子
関

係
を
結
ば
せ
、
中
で
も
藤
孝
は
そ
の
嫡
子
に
光
秀
の
娘
を
嫁
取
り
す
る
と
い
う
か

た
ち
で
光
秀
と
固
く
結
束
さ
せ
る
、
と
い
う
の
が
、
天
正
二
年
の
信
長
の
構
想
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

当
時
信
長
は
大
坂
本
願
寺
の
一
向
一
授
と
、
長
嶋
一
授
を
敵
と
し
て
い
た
の
で
、

河
内
に
中
川
・
細
川
、
摂
津
に
佐
久
間
、
天
王
寺
に
明
智
を
配
置
し
て
い
た
。
対

戦
の
最
中
に
、
信
長
は
藤
孝
に
対
し
て
「
大
坂
を
根
切
り
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

(ロ)

ぃ
、
そ
の
た
め
に
、
明
智
に
相
談
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
L

と
述
べ
て
い
る
。

信
長
は
摂
河
泉
の
一
向
一
授
討
伐
の
戦
い
で
は
光
秀
を
総
大
将
と
考
え
て
い
た
こ

と
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

天
正
三
年
、
信
長
は
一
向
一
撲
に
対
す
る
藤
孝
の
軍
功
を
評
価
し
て
、
丹
波
国

船
井
・
桑
田
二
郡
を
与
え
て
い
る
。

信
長
は
家
臣
回
を
総
動
員
し
て
一
向
一
挟
平
定
に
全
力
を
挙
げ
て
い
た
。
自
ら

指
撮
す
る
た
め
、
四
月
に
は
「
明
智
の
舟
L

で
坂
本
か
ら
佐
和
山
ま
で
出
向
こ
う

と
し
て
い
る
。
大
風
の
た
め
こ
れ
は
断
念
し
、
陸
路
を
進
ん
だ
が
、
小
谷
の
秀
吉

8 

の
元
に
泊
ま
り
、
馬
廻
を
一
万
騎
引
き
連
れ
て
越
前
府
中
に
出
陣
し
、
稲
葉
、
明

(
日
)

智
、
羽
柴
、
長
岡
等
と
共
に
越
前
を
総
攻
撃
し
、
越
前
平
定
を
成
し
遂
げ
た
(
『
信

長
公
記
』
)
。
九
月
三
日
越
前
の
固
割
り
を
実
施
し
、
柴
田
勝
家
単
独
で
は
な
く
、

金
森
、
不
破
、
佐
々
、
前
田
ら
が
切
礎
琢
磨
し
つ
つ
領
国
を
統
治
す
る
べ
き
だ
と

い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
方
針
を
打
ち
立
て
た
(
詳
し
く
は
拙
稿
『
北
政
所
お
ね

大
坂
の
事

は
、
こ
と
の
葉
も
な
し
』
L

参
照
)
0

越
前
が
片
付
く
と
、
信
長
は
す
ぐ
さ
ま
光
秀
に

丹
波
平
定
に
ま
わ
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
こ
の
命
令
が
出
さ
れ
た
の
は
、
越
前
回

割
り
、
が
命
じ
ら
れ
る
九
月
二
日
の
当
日
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
光
秀
が
信
長
を
舟
で
坂
本
か
ら
佐
和
山

ま
で
送
り
届
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
坂
本
城
を
預
か
る
光
秀
は
琵
琶

湖
の
舟
運
を
も
掌
握
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
ま
た
越
前
に
自
ら
出
陣
し
、



家
臣
団
も
総
動
員
し
て
い
た
が
、
信
長
は
光
秀
の
任
務
は
あ
く
ま
で
西
国
の
征
討

の
指
揮
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

天
正
三
年
、
越
前
平
定
時
点
で
の
信
長
の
構
想
は
、
西
国
の
平
定
の
総
大
将
を

光
秀
と
し
、
丹
後
は
一
色
に
与
え
、
丹
波
二
郡
は
「
細
川
殿
L

(

信
長
の
女
婿
細
川

昭
一
元
)
に
進
上
し
、
荒
木
は
越
前
よ
り
直
ち
に
播
磨
の
奥
郡
に
働
き
、
人
質
を
集

め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
具
体
的
な
内
容
に
変
化
し
て
い
る
。

5 

安
土
城
の
信
長
の
天
下
構
想

天
正
四
年
(
一
五
七
六
)
信
長
は
本
丸
の
出
来
上
が
っ
た
安
土
城
に
入
り
、
岐
阜

城
は
嫡
男
信
忠
に
譲
っ
た
。
安
土
山
下
に
は
、
馬
廻
の
屋
敷
が
帯
え
ら
れ
た
。
四

月
大
坂
本
願
寺
と
の
合
戦
は
い
よ
い
よ
激
し
さ
を
増
し
、
信
長
は
海
陸
か
ら
本
願

寺
を
攻
め
た
。
明
智
、
佐
久
間
、
原
田
、
荒
木
な
ど
が
粉
骨
努
力
し
て
い
た
。
原

田
直
政
は
こ
の
戦
い
で
死
去
し
て
し
ま
っ
た
。

明智光秀の親族・家臣団と本能寺の変

天
正
五
年
(
一
五
七
七
)
、
根
来
・
雑
賀
、
が
一
向
一
撲
に
助
成
し
た
の
で
、
ま
す

ま
す
激
戦
と
な
り
、
光
秀
、
藤
孝
そ
れ
に
滝
川
、
筒
井
、
丹
羽
、
蜂
屋
ら
は
大
坂

に
釘
付
け
に
な
っ
た
。
八
月
柴
田
は
加
賀
、
能
登
の
一
授
討
伐
の
た
め
に
、
大
将

と
し
て
北
国
へ
出
降
、
松
永
久
秀
父
子
が
信
長
に
背
い
た
の
で
、
明
智
、
筒
井
、

細
川
は
コ
一
大
将
と
し
て
松
永
の
大
和
の
片
岡
城
を
攻
め
た
。
こ
の
時
与
一
郎
(
十

五
歳
)
と
頓
五
郎
(
十
三
歳
)
が
高
名
を
挙
げ
る
、
光
秀
も
粉
骨
し
て
働
い
て
い
る
。

十
月
に
は
光
秀
は
信
忠
、
佐
久
間
、
羽
柴
と
と
も
に
信
貴
山
城
を
攻
め
て
い
た

か
と
思
う
と
、
丹
波
へ
向
か
う
。
丹
波
は
天
正
二
年
の
春
、
光
秀
に
対
し
て
信
長

か
ら
征
討
命
令
が
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
先
に
見
た
が
、
「
所
々
の
取
り
合
い
に

て
暇
な
く
L

、
信
長
は
再
度
光
秀
を
召
し
て
「
丹
波
が
静
ま
れ
ば
加
禄
と
し
て
与

え
る
、
丹
後
国
は
藤
孝
に
与
え
る
、
藤
孝
と
光
秀
は
常
に
睦
ま
じ
い
の
で
、
共
に

(
日
比
)

打
ち
出
し
て
攻
撃
す
べ
き
で
あ
る
し
と
い
っ
て
い
る
。
光
秀
に
対
し
て
再
度
丹
波

攻
撃
を
指
令
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

右
の
指
令
に
基
づ
き
、
光
秀
は
五
百
の
兵
を
率
い
て
坂
本
を
出
発
し
、
先
ず
亀

山
城
を
攻
め
、
内
藤
一
族
を
降
伏
さ
せ
た
の
で
、
内
藤
氏
は
光
秀
の
旗
下
に
属
す

こ
と
に
な
っ
た
。
亀
山
城
を
手
に
入
れ
た
光
秀
は
、
こ
こ
に
藤
孝
を
残
し
、
波
々

伯
部
、
四
王
天
、
天
方
、
久
下
、
長
沢
ら
丹
波
の
国
人
衆
に
立
ち
向
か
い
、
篠
山

に
出
馬
し
て
戦
っ
た
結
果
、
荻
野
、
波
々
伯
部
、
石
尾
、
中
沢
、
酒
井
、
加
治
な

ど
は
降
参
し
た
。
旧
来
よ
り
互
い
に
結
束
す
る
こ
と
が
常
態
に
な
っ
て
い
た
団
結

力
の
強
い
丹
波
の
国
人
衆
を
攻
略
で
き
た
の
は
、
光
秀
と
藤
孝
の
協
力
の
た
ま
も

の
で
あ
る
。
藤
孝
が
籾
井
城
を
攻
め
た
時
、
光
秀
が
新
手
を
入
れ
替
え
て
援
助
し

て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
信
長
の
観
察
ど
お
り
、
二
人
の
協
力
関
係
は
田
く
、
そ
の

9 

協
力
関
係
に
よ
っ
て
丹
波
が
攻
め
落
と
さ
れ
た
状
況
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。

丹
波
攻
略
時
に
光
秀
の
家
臣
と
し
て
名
が
現
れ
る
の
は
、
溝
尾
氏
と
一
二
宅
氏
で

あ
り
、
後
に
光
秀
長
女
の
後
夫
と
な
る
明
智
左
馬
助
光
春
や
親
族
明
智
次
右
衛
門

(
亀
山
城
の
守
備
に
当
た
る
)
が
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

こ
の
年
(
天
正
五
年
)
十
月
、
羽
柴
藤
吉
郎
秀
吉
は
播
磨
に
出
陣
し
て
い
る
。
こ

れ
は
信
長
か
ら
但
馬
・
播
磨
攻
略
を
申
し
付
け
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
光
秀
に
丹

波
を
、
秀
吉
に
そ
の
西
を
攻
略
さ
せ
、
毛
利
氏
に
対
抗
し
て
西
国
を
伐
り
従
え
よ

う
と
す
る
、
信
長
の
新
た
な
構
想
、
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

6 

信
長
の
重
臣
光
秀

天
正
六
年
(
一
五
七
八
)
正
月
の
信
長
の
茶
に
は
、
信
忠
・
林
・
滝
川
、
そ
れ
に



光
秀
と
秀
吉
が
招
か
れ
、
「
馳
走
」
に
な
っ
て
い
る
。
四
月
、
光
秀
は
丹
羽
、
滝

川
と
共
に
大
坂
を
攻
撃
し
て
い
た
が
、
続
い
て
丹
波
に
向
か
っ
て
い
る
。
さ
ら
に

信
長
は
光
秀
、
佐
久
間
、
滝
川
ら
に
、
播
磨
へ
の
出
陣
命
令
を
出
す
。
六
月
、
光

秀
は
丹
羽
、
滝
川
と
播
磨
に
向
か
う
。

十
月
、
荒
木
村
重
が
信
長
に
背
く
と
、
そ
の
逆
心
の
「
扱
い
」
(
交
渉
)
役
に
光

秀
と
秀
吉
が
抜
擢
さ
れ
て
い
る
。
十
二
月
、
荒
木
の
伊
丹
城
を
攻
撃
し
て
い
た
秀

吉
、
光
秀
、
佐
久
間
、
筒
井
は
、
播
磨
へ
遣
わ
さ
れ
、
光
秀
は
直
ち
に
丹
波
へ
向

か
い
、
波
多
野
館
を
取
り
巻
い
て
い
る
。

天
正
六
年
は
こ
の
よ
う
に
光
秀
に
と
っ
て
一
箇
所
に
留
ま
る
こ
と
の
な
い
、
忙

し
く
厳
し
い
一
年
で
あ
っ
た
。
大
坂
か
ら
播
磨
へ
、
次
い
で
伊
丹
か
ら
再
度
播
磨

へ
、
そ
し
て
攻
略
を
任
さ
れ
て
い
た
丹
波
へ
と
、
休
む
暇
も
な
く
合
戦
を
続
け
る

こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
年
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
さ
に
、
信
長
の
重
臣
で
は

あ
る
が
駒
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
年
の
光
秀
に
つ
い
て
特
機
的
な
の
は
、
前
年
の
丹
波
国
人
衆
の
城
攻
め
に

お
い
て
片
鱗
が
見
え
て
い
た
よ
う
に
、
智
謀
を
働
か
せ
て
行
動
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
荒
木
の
扱
い
に
秀
吉
と
共
に
そ
の
任
に
就
い
た
こ
と
も
、
光
秀
の
智
恵
を

働
か
せ
て
の
仲
介
に
期
待
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
神
士
口
城
で
は
光
秀
の
謀
で
無

(
児
)

事
、
が
調
っ
た
と
の
説
、
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
信
長
の
重
臣
で
は
あ
る
が
、
極
め

て
多
忙
な
光
秀
は
、
知
日
謀
を
以
て
戦
陣
を
切
り
抜
け
る
タ
イ
プ
の
知
将
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。

天
正
七
年
(
一
五
七
九
)
光
秀
は
得
意
と
す
る
「
調
略
」
を
も
っ
て
波
多
野
兄
弟

を
召
し
捕
り
、
安
土
城
の
信
長
の
元
に
進
上
し
た
。
と
こ
ろ
が
信
長
は
波
多
野
氏

っ
て
い
る
。
調
略
に
よ
っ

を
礁
に
処
し
た
。
こ
の
こ
と
を
藤
孝
・
光
秀
は
「
憤
」

て
よ
う
や
く
身
柄
を
捕
ら
え
て
信
長
の
元
に
送
っ
た
の
に
、
信
長
は
波
多
野
氏
を

無
惨
に
も
疎
に
し
た
の
で
あ
る
。
調
略
を
調
え
る
た
め
に
、
光
秀
は
老
母
を
人
質

に
出
し
て
い
た
と
の
説
も
あ
る
事
件
で
あ
る
。
主
君
信
長
と
重
臣
光
秀
の
思
い
が

反
発
し
あ
っ
た
瞬
間
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

波
多
野
兄
弟
の
死
に
異
論
を
差
し
挟
む
暇
も
な
く
、
光
秀
は
七
月
丹
波
へ
出
陣

し
、
宇
津
、
鬼
ケ
城
、
黒
井
な
ど
で
手
柄
を
立
て
、
信
長
か
ら
感
状
を
得
て
い
る
。

十
月
、
光
秀
は
丹
波
、
丹
後
を
平
定
し
終
え
た
。
十
二
月
、
伊
丹
は
落
城
し
、
荒

木
方
の
人
質
は
無
惨
な
か
た
ち
で
処
刑
さ
れ
た
。
「
前
代
未
聞
」
と
い
わ
れ
た
惨

(
犯
)

状
が
現
出
し
た
の
で
あ
る
(
詳
し
く
は
拙
稿
『
日
本
中
世
の
女
性
』
古
川
弘
文
館
、

九
八
七
年
、
参
照
)
。
結
局
、
光
秀
と
秀
吉
の
「
扱
い
L

は
反
古
と
さ
れ
て
し
ま
っ

つ
ま
り
、
信
長
の
天
下
取
り
は
、
光
秀
や
秀
吉
の
よ
う
な
「
調

略
」
を
も
っ
て
天
下
を
平
定
し
て
い
こ
う
と
す
る
路
線
と
は
異
な
っ
て
い
た
の
で

た
こ
と
に
な
る
。
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あ
る
。
信
長
と
秀
吉
、
光
秀
と
の
違
い
が
露
呈
し
は
じ
め
た
の
が
天
正
七
年
で
あ

っ
た
と
考
え
る
。

こ
の
こ
ろ
の
光
秀
の
家
臣
と
し
て
は
、
明
智
次
右
衛
門
と
妻
木
主
計
の
名
が
史

料
に
見
え
る
。
妻
木
氏
は
光
秀
の
妻
の
実
家
の
姓
で
あ
る
の
で
、
明
智
氏
の
親
族

と
共
に
、
妻
の
親
族
も
家
臣
団
の
中
に
入
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
に

加
え
て
中
村
、
進
士
、
並
河
、
四
王
天
の
名
が
見
え
る
。
四
王
天
は
も
と
丹
波
の

国
人
衆
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
か
ら
、
服
属
さ
せ
た
丹
波
国
人
衆
が
光
秀
の
家
臣

と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

7 

信
長
の
構
想
|
第
一
の
重
臣
は
明
智
光
秀

天
正
八
年
(
一
五
人
O
)
四
月
、
羽
柴
秀
吉
は
姫
路
を
拠
点
の
城
と
す
る
こ
と
を



決
め
て
い
る
。

八
月
、
信
長
は
佐
久
間
父
子
に
対
す
る
折
櫨
状
を
出
す
。
こ
の
中
で
、
信
長
が

真
っ
先
に
褒
め
た
の
は
光
秀
で
あ
る
。
「
丹
波
国
の
日
向
守
(
光
秀
)
が
働
き
、
天

下
の
面
目
を
ほ
ど
こ
し
候
L

と
信
長
家
臣
団
中
光
秀
の
貢
献
が
最
も
光
っ
て
い
る

(
四
)

と
し
て
い
る
。
次
に
褒
め
た
の
は
、
羽
柴
藤
吉
郎
で
、
「
数
ヶ
国
比
類
な
し
L

と

述
べ
て
い
る
。
数
カ
国
を
伐
り
従
え
た
秀
吉
よ
り
も
丹
波
を
苦
労
し
て
平
定
し
た

光
秀
を
上
位
に
置
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
三
番
目
に
位
置
す
る
の
は
池
田
勝

三
一
郎
(
恒
輿
)
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
ら
を
見
習
っ
て
佐
久
間
父
子
も
一
廉
の
働
き

が
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
柴
田
勝
家
は
コ
一
人
の
働
き
を
間

き
及
ん
で
、
加
賀
を
も
平
定
し
た
。
「
武
篇
道
ふ
が
ひ
な
き
に
お
い
て
は
、
属
託

を
以
て
、
調
略
を
も
仕
り
、
相
た
ら
は
ぬ
所
を
ば
、
我
等
に
き
か
せ
、
相
済
む
の

と
こ
ろ
、
五
ヶ
年
一
度
も
申
し
越
さ
ざ
る
儀
、
油
断
、
的
事
の
事
」
と
述
べ
て
佐

久
間
氏
を
叱
責
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
天
正
八
年
段
階
に
は
、
信
長
家
臣
田
中
で
最
も
功
績
の
大
き
い

明智光秀の親族・家臣団と本能寺の変

の
は
光
秀
で
あ
る
と
、
信
長
は
高
い
評
価
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

藤
孝
は
こ
の
年
信
長
か
ら
「
度
々
忠
節
に
付
き
て
L

と
の
理
由
で
、
丹
後
国
を

拝
領
し
た
の
で
、
宮
津
城
の
普
請
を
夜
を
日
に
継
い
で
急
い
で
為
し
て
お
り
、
光

秀
か
ら
も
加
勢
し
て
い
る
。
そ
の
代
わ
り
に
青
龍
寺
城
は
召
し
上
げ
と
な
り
、
信

長
配
下
の
矢
部
善
七
郎
、
猪
子
平
助
が
こ
こ
に
置
か
れ
た
。
藤
孝
は
光
秀
と
相
談

の
上
で
、
藤
孝
の
次
男
長
岡
玄
蕃
を
峰
山
城
代
に
、
松
井
康
之
を
久
美
浜
城
代
に

(
初
)

し
て
、
有
吉
に
は
安
良
城
を
預
け
、
国
中
の
仕
置
を
仰
せ
つ
け
て
い
る
。
細
川
氏

の
丹
後
領
主
と
し
て
の
出
発
時
点
で
、
光
秀
が
常
に
上
司
と
し
て
細
川
氏
に
指
示

を
与
え
、
ま
た
援
助
し
て
い
る
姿
が
こ
こ
に
は
示
さ
れ
て
い
る
。

天
正
九
年
(
一
五
八
一
)
二
月
二
十
八
日
、
信
長
の
一
世
一
代
の
「
潟
揃
え
」
が

(
幻
)

挙
行
さ
れ
る
。
詳
細
は
拙
稿
『
山
内
一
豊
と
千
代
』
(
二
O
O
五
年
、
岩
波
書
庖
)
で

述
べ
た
。
こ
れ
に
若
干
付
け
加
え
る
と
、
光
秀
は
当
時
信
長
の
「
奉
行
L

を
務
め

て
い
た
の
で
、
正
月
十
三
日
、
朱
印
状
を
分
国
に
触
れ
る
役
割
を
つ
と
め
た
。
そ

の
内
容
は
、
「
京
都
で
、
御
馬
揃
へ
な
さ
る
べ
き
の
問
、
各
及
ぶ
程
に
結
構
を
尽

し
、
罷
り
出
づ
ベ
」
し
と
い
う
も
の
で
、
信
長
朱
印
状
を
も
っ
て
分
固
に
触
れ
を

(
幻
)

出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
光
秀
は
馬
揃
え
に
あ
た
り
、
挙
行
の
責
任
者
の
役
割
を
務

め
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

一
方
細
川
忠
輿
は
、
昔
中
国
の
コ
一
国
時
代
に
、
萄
か
ら

日
本
に
た
っ
た
三
巻
の
錦
、
が
も
た
ら
さ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
の
一
巻
を
京
中
で
探

し
求
め
、
見
つ
け
出
し
た
も
の
を
信
長
に
進
上
し
て
い
る
。
信
長
は
こ
れ
を
小
袖

に
仕
立
て
て
、
二
枚
重
ね
の
上
の
小
袖
と
し
て
着
て
い
る
。

六
月
か
ら
は
馬
揃
え
に
参
加
で
き
ず
中
園
地
方
で
対
戦
し
て
い
た
秀
吉
の
戦
い
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が
、
信
長
政
権
の
焦
点
と
な
る
。
六
月
末
に
二
万
余
騎
を
従
え
て
因
幡
に
出
立
し

た
秀
吉
は
鳥
取
城
を
囲
む
。
八
月
に
は
、
細
川
藤
孝
・
忠
輿
、
明
智
光
秀
、
池
田

恒
興
、
高
山
右
近
、
中
川
瀬
兵
衛
、
安
部
、
塩
川
ら
を
初
め
、
隣
国
衆
、
馬
廻
衆

に
総
動
員
令
が
か
か
る
。
光
秀
と
細
川
父
子
は
舟
に
兵
穫
を
積
ん
で
鳥
取
川
の
河

(
お
)

口
に
集
結
さ
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
明
智
氏
と
細
川
氏
は
、
信
長
の
目
に
も
一
体

で
あ
る
べ
き
だ
と
写
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

十
月
鳥
取
城
は
落
城
し
、
秀
吉
は
十
一
月
姫
路
に
帰
っ
て
い
る
。

天
正
九
年
中
は
光
秀
は
馬
揃
え
の
奉
行
と
し
て
、
ま
た
因
幡
へ
の
出
陣
の
た
め
、

忙
し
く
働
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
細
川
父
子
と
の
結
束
も
相
変
わ
ら

ず
固
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

天
正
九
年
の
年
末
ま
で
、
光
秀
は
信
長
政
権
第
一
の
重
臣
と
し
て
、
信
長
か
ら



厚
く
信
頼
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
見
え
て
き
た
。
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天
正
十
年
に
何
が
起
こ
っ
た
の
か

二
月
、
信
長
は
武
田
軍
と
対
戦
す
る
た
め
信
濃
に
動
座
し
よ
う
と
し
て
、
家
臣

団
に
「
条
々
L

と
い
う
形
で
指
示
を
出
す
。
秀
吉
は
-mT
固
に
向
わ
せ
る
、
中
川
、

池
田
の
二
人
の
子
息
、
長
岡
忠
興
と
藤
孝
女
婿
の
一
色
五
郎
(
義
有
)
は
出
陣
し
、

藤
孝
は
丹
後
で
警
護
す
べ
き
で
あ
る
、
光
秀
は
出
陣
の
用
意
を
す
べ
き
で
あ
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
二
月
の
信
長
の
武
田
勝
頼
と
の
決
戦
で
は
光
秀
は
鰐
井
、

丹
羽
、
高
山
、
中
川
、
蒲
生
、
長
岡
忠
興
な
ど
と
共
に
高
遠
城
に
障
を
取
っ
た
信

長
の
備
え
と
し
て
参
降
し
て
い
る
の
で
、
二
月
の
準
備
は
一
二
月
に
は
現
実
の
も
の

と
な
っ
て
参
陣
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
武
田
勝
頼
は
自
殺
し
、
戦
国
大
名
武

田
家
は
滅
亡
し
た
。

こ
の
時
点
で
信
長
は
信
忠
を
嗣
子
と
定
め
、
手
に
入
れ
た
甲
斐
、
駿
河
の
国
割

り
を
行
い
、
国
捉
を
定
め
た
。

武
田
の
領
国
で
あ
っ
た
駿
河
・
遠
江
は
、
信
長
が
家
康
に
与
え
た
の
で
、
そ
の

札
を
述
べ
に
家
康
と
穴
山
梅
雪
が
安
土
に
や
っ
て
き
た
。
信
長
は
家
康
を
も
て
な

す
た
め
、
途
中
の
国
持
ち
・
郡
持
ち
大
名
に
「
振
る
舞
い
L

を
す
る
よ
う
命
じ
て

い
る
。
安
土
城
で
の
「
振
る
舞
い
L

は
光
秀
に
命
じ
ら
れ
た
。
光
秀
は
命
令
通
り
、

お
び
た
だ
し
き

京
都
・
堺
で
珍
物
を
謂
え
、
「
生
便
敷
結
構
」
を
し
て
、
五
月
十
五
日
か
ら
十
七

日
ま
で
の
三
日
間
接
待
に
努
め
た
。

と
こ
ろ
が
信
長
は
備
中
で
戦
っ
て
い
る
秀
吉
の
様
子
を
知
り
、
高
松
城
に
毛
利
、

吉
川
、
小
早
川
が
集
ま
っ
て
い
る
の
は
「
天
の
与
ふ
る
と
こ
ろ
」
の
絶
好
機
で
必
め

る
と
し
て
、
「
動
座
」
し
て
中
国
の
歴
々
を
打
ち
果
た
し
、
九
州
ま
で
「
一
篇
L

に
仰
せ
つ
け
よ
う
と
の
「
上
意
L

で
、
明
知
目
、
長
岡
、
池
田
、
塩
川
、
高
山
、
中

川
を
先
陣
と
し
て
出
勢
す
べ
し
と
の
命
令
を
出
し
た
。
そ
こ
で
光
秀
は
息
つ
く
暇

も
な
く
、
十
七
日
に
安
土
か
ら
坂
本
ま
で
帰
り
、
合
戦
準
備
を
謂
与
え
る
こ
と
に
な

る
十
日
後
の
五
月
二
十
六
日
、
光
秀
は
中
国
地
方
へ
の
出
陣
の
た
め
、
坂
本
城
を

出
発
し
、
も
う
一
つ
の
城
で
あ
る
丹
波
亀
山
城
(
亀
岡
市
)
に
到
着
し
た
。
翌
二
十

七
日
愛
宕
山
に
参
龍
し
、

一
宿
し
た
が
、
二
度
も
コ
一
度
も
畿
を
取
っ
て
い
る
。
光

秀
は
神
意
を
聞
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
神
意
に
疑
問
を
差
し
挟
み
、
自
身
の

心
に
迷
い
が
生
じ
て
い
た
こ
と
が
、
畿
を
二
度
、
コ
一
度
と
取
り
夜
し
た
点
に
現
れ

て
い
る
。
そ
し
て
翌
二
十
八
日
に
百
韻
連
歌
を
興
行
し
て
、
連
歌
は
神
前
に
鐘
め

置
き
、
亀
山
城
に
そ
の
日
の
う
ち
に
帰
っ
て
行
っ
た
。

こ
の
時
神
前
に
龍
め
置
か
れ
た
光
秀
の
発
句
、
が
「
と
き
は
今
あ
め
が
下
知
る
五

月
哉
」
で
あ
る
。
光
秀
と
共
に
連
歌
を
詠
ん
だ
の
は
、
愛
宕
西
坊
行
祐
と
里
村
紹

巴
で
あ
っ
た
。
「
あ
め
が
下
知
る
」
に
は
「
天
下
を
統
治
す
る
」
と
い
う
意
味
が

込
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
時
は
今
で
あ
る
と
の
光
秀
の
決
意
が
こ
の
発
句
に
は
龍
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め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
迷
っ
た
挙
げ
句
、
信
長
に
代
わ

っ
て
天
下
を
掌
握
す
る
こ
と
を
決
心
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

五
月
二
十
九
日
、
信
長
は
小
姓
衆
二
、
コ
一
十
人
を
召
し
連
れ
て
上
浩
し
た
。

六
月
一
日
の
夜
、
光
秀
は
明
智
左
馬
助
、
次
右
衛
門
、
藤
田
伝
五
、
斉
藤
内
蔵

助
ら
と
談
合
し
、
信
長
を
討
ち
、
天
下
の
主
と
な
る
た
め
の
「
誠
儀
」
を
究
め
た

と
い
う
。
総
意
が
謀
叛
に
決
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
、
談
合
し
た
家
臣
た
ち
を
先
手

に
老
ノ
坂
か
ら
山
崎
へ
と
軍
勢
を
逆
転
さ
せ
た
。
信
長
の
「
御
座
所
L

本
能
寺
を

(
お
)

取
り
巻
き
、
信
長
を
討
っ
た
の
で
あ
る
。



こ
の
本
能
寺
で
の
合
戦
の
様
子
と
、
そ
の
後
の
光
秀
の
動
向
に
つ
い
て
は
次
章

で
検
討
す
る
。

本
能
寺
の
変
に
至
る
ま
で
の
信
長
の
構
想
の
変
化
と
、
信
長
家
臣
団
中
の
光
秀
、

秀
吉
、
細
川
父
子
、
池
田
、
柴
田
な
ど
の
配
置
や
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
見
て
き
た
。

そ
の
中
で
、
光
秀
は
足
利
義
昭
と
信
長
の
提
携
以
来
、
第
一
位
に
座
る
重
臣
と
し

て
、
軍
功
の
面
で
も
奏
者
や
奉
行
と
し
て
の
行
政
の
面
で
も
、
信
長
に
重
用
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
重
用
さ
れ
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
天
正
初
年
以
後
次
々

に
合
戦
へ
の
参
戦
が
求
め
ら
れ
、
能
力
が
高
い
が
故
に
、
家
康
の
接
待
ま
で
任
さ

れ
て
、
特
に
天
正
十
年
に
は
息
つ
く
暇
も
な
く
働
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

休
み
な
い
出
陣
や
領
国
の
庶
政
に
忙
殺
さ
れ
て
、
疲
れ
切
っ
て
い
た
光
秀
の
姿
が

想
像
で
き
る
。
光
秀
は
一
五
二
八
年
生
ま
れ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
。
天
正

十
年
に
は
五
十
五
歳
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
信
長
よ
り
六
歳
年
長
で
あ
る
。

光
秀
は
「
調
略
L

に
も
長
け
た
武
将
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
駆
使
し
て
よ
う

ゃ
く
従
え
た
波
多
野
兄
弟
を
、
安
土
に
連
れ
て
行
っ
た
と
こ
ろ
、
信
長
が
無
惨
に

明智光秀の親族・家臣団と本能寺の変

も
切
腹
さ
せ
た
点
で
も
、
信
長
と
の
路
線
の
違
い
が
際
だ
っ
て
感
じ
ら
れ
た
に
違

い
な
い
。
波
多
野
兄
弟
の
処
刑
に
つ
い
て
、
光
秀
と
藤
孝
が
憤
っ
た
こ
と
は
、
光

秀
と
細
川
父
子
の
意
見
が
同
じ
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
藤
孝
も
ま
た
、
信
長
の

や
り
方
に
疑
問
を
感
じ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
光
秀
に
と
っ
て
、
信
長
の
全

国
平
定
戦
略
に
対
す
る
疑
問
が
次
第
に
積
み
重
な
っ
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

四

本
能
寺
の
変
と
そ
の
後
の
光
秀

前
章
で
み
た
長
い
前
史
の
上
に
立
っ
て
、
本
章
で
は
、
本
能
寺
の
変
が
ど
の
よ

う
に
経
過
し
た
の
か
、
そ
の
後
の
明
智
方
の
対
応
と
、
光
秀
の
最
期
に
つ
い
て
考

察
す
る
。
信
長
の
一
代
記
で
あ
る

『
信
長
公
記
」

は
六
月
一
一
日
の
信
長
、
信
忠
の

死
と
、
家
康
の
堺
か
ら
熱
田
へ
の
逃
避
行
で
終
わ
っ
て
い
る
の
で
、
本
能
寺
の
変

か
ら
ご
く
近
い
時
期
(
こ
の
年
の
十
月
)
に
、
大
村
由
巳
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
惟

任
退
治
記
』
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
論
述
す
る
。

『
信
長
公
記
』

は
信
長
、
信
忠
の
最
期
の
場
面
を
次
の
よ
う
に
記
す
。
本
能
寺

を
光
秀
の
軍
が
取
り
巻
き
、
鉄
砲
を
打
ち
込
ん
で
き
た
の
で
、
信
長
は
「
こ
れ
は

謀
叛
か
、
如
何
な
る
者
の
企
て
ぞ
」
と
尋
ね
る
。
森
蘭
丸
、
が
「
明
智
の
者
と
見
え

申
し
候
」
と
言
上
す
る
と
、
信
長
は
「
是
非
に
及
ば
ず
」
と
述
べ
て
い
る
。
光
秀

の
謀
叛
と
聞
い
て
「
仕
方
が
な
い
L

「
そ
う
な
の
か
L

と
述
べ
た
信
長
の
答
え
か

ら
、
あ
る
程
度
予
想
は
し
て
い
た
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
年
長
の

光
秀
を
こ
の
十
年
以
上
、
信
長
は
追
い
使
っ
て
き
た
。
休
む
暇
な
く
指
示
を
出
し
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て
き
た
こ
と
を
、
自
分
で
も
認
識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

本
能
寺
の
外
で
番
衆
の
矢
代
、
伴
、
村
田
ゃ
、
中
間
衆
二
十
四
人
が
討
ち
死
に

し
、
寺
の
中
で
は
森
三
兄
弟
(
蘭
丸
、
力
丸
、
坊
丸
)
、
小
河
、
高
橋
、
金
森
な
ど
多

数
の
小
姓
衆
が
討
ち
死
に
し
た
。
側
近
く
仕
え
て
い
た
女
ど
も
は
「
急
ぎ
龍
り
出

で
よ
」
と
の
仰
せ
に
よ
っ
て
追
い
出
さ
れ
、
本
能
寺
に
火
を
懸
け
、
「
殿
中
奥
深

入
り
給
ひ
」
内
か
ら
納
戸
の
口
を
引
き
立
て
て
、
信
長
は
自
害
し
て
い
る
。

信
忠
は
村
井
貞
勝
の
意
見
守
}
容
れ
て
「
二
条
新
御
所
し
に
龍
城
す
る
こ
と
に
し
、

親
王
や
若
宮
を
内
裏
に
帰
し
、
龍
城
し
た
が
、
明
智
方
は
近
衛
殿
の
御
殿
に
上
が

り
、
二
条
御
所
を
見
下
ろ
し
て
弓
鉄
砲
を
武
器
に
討
ち
入
っ
た
の
で
、
信
忠
方
は

次
第
に
「
無
人
L

に
な
り
、
火
も
懸
け
ら
れ
た
の
で
、
信
忠
も
自
害
し
、
鎌
田
に

首
を
打
た
せ
、
死
骸
を
隠
さ
せ
て
い
る
。



そ
し
て
「
討
死
の
衆
L

と
し
て
津
田
、
菅
谷
、
村
井
な
ど
六
十
一
人
の
名
が
書

き
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

一
方
『
惟
任
退
治
記
』

は
六
月
一
日
か
ら
二
日
未
明
の
こ
と
と
し
て
、
次
の
諸

事
実
を
付
け
加
え
て
い
る
。
先
ず
本
能
寺
に
つ
い
て
「
四
条
西
洞
院
本
能
寺
」
と

記
し
て
い
る
か
ら
、
信
長
時
代
は
現
在
地
(
中
京
区
寺
町
通
御
池
下
ル
)
で
は
な
く
、

四
条
坊
門
西
調
院
に
あ
っ
た
こ
と
が
確
定
さ
れ
る
。
こ
の
旧
本
能
寺
が
、
光
秀
方

と
の
合
戦
で
焼
か
れ
た
た
め
、
こ
の
後
秀
吉
が
現
在
地
に
移
ら
せ
た
と
す
る
藤

井
説
が
正
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。

信
長
は
六
月
一
日
本
能
寺
で
信
忠
や
村
井
貞
勝
、
近
習
・
小
姓
と
語
り
合
っ
た

あ
と
、
深
更
に
及
ん
で
信
忠
は
暇
乞
い
を
し
、
「
妙
覚
寺
屋
形
」
に
帰
っ
た
の
で
、

信
長
は
寝
所
に
入
っ
た
と
こ
ろ
、
「
明
智
弥
平
次
光
遠
、
同
勝
兵
衛
、
同
次
右
衛

門
、
同
孫
十
郎
、
斉
藤
内
蔵
助
利
二
一
L

ら
が
四
方
か
ら
御
所
の
周
り
を
取
り
巻
き
、

門
な
ど
を
破
っ
て
一
度
に
乱
入
し
た
、
と
記
す
。
織
田
信
孝
は
四
国
へ
渡
る
た
め
、

丹
羽
や
蜂
屋
と
と
も
に
堺
に
居
り
、
そ
の
他
の
諸
将
は
信
長
の
西
国
動
座
に
従
う

た
め
、
在
国
し
て
い
た
の
で
、
「
無
人
之
御
在
京
」
で
あ
っ
た
。
警
護
に
当
た
っ

て
い
た
の
は
「
小
姓
衆
」
百
人
に
過
ぎ
な
い
数
で
あ
っ
た
。

夜
討
ち
の
由
を
開
い
て
信
長
は
「
以
怨
報
思
之
謂
、
非
無
様
、
有
生
者
必
滅
是

又
常
道
也
、
今
更
何
可
驚
乎
」
と
述
べ
、
弓
、
次
い
で
十
文
字
鎌
(
鎗
カ
)
で
戦
つ

た
。
そ
し
て
信
長
自
ら
「
御
殿
」
本
能
寺
に
火
を
懸
け
、
自
害
し
た
、

と
あ
る
。

信
長
は
光
秀
の
謀
叛
(
恩
を
仇
で
返
す
)
を
、
有
り
得
る
こ
と
だ
と
予
滅
し
て
い
た

よ
う
な
口
ぶ
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
自
ら
が
覇
者
と
し
て
、
足
利
家
を
倒
し
、

斉
藤
、
朝
倉
、
浅
井
、
武
田
氏
な
ど
を
打
ち
倒
し
て
き
た
と
い
う
、
自
身
の
姿
が

頭
の
中
を
よ
ぎ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
惟
任
退
治
記
』

に
よ
る
と
、
村
井
貞
勝
の
家
は
本
能
寺
の
門
外
に
あ
っ
た
の

で
、
「
震
動
」
を
聞
き
、
信
忠
の
陣
所
で
あ
る
妙
覚
寺
に
駆
け
つ
け
、
報
告
し
て

い
る
。
信
忠
は
本
能
寺
に
入
っ
て
共
に
切
腹
し
た
い
と
云
っ
た
が
、
明
智
軍
は

「
二
万
余
騎
」
で
囲
ん
で
い
る
の
で
、
村
井
の
意
見
で
、
妙
覚
寺
で
は
な
く
二
条

御
所
の
親
王
に
内
裏
へ
移
っ
て
も
ら
い
、
そ
こ
に
入
っ
て
自
害
し
、
二
条
御
所
は

焼
か
れ
た
。
時
に
信
長
は
四
十
九
歳
、
信
忠
は
二
十
六
歳
で
あ
っ
た
と
記
す
。

こ
の
妙
覚
寺
は
当
時
室
町
西
二
条
南
小
路
衣
棚
に
あ
っ
た
。
当
時
の
本
能
寺
と

は
近
い
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
妙
覚
寺
は
「
浅
間
敷
陣

所
也
L

と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
合
戦
に
は
不
向
き
な
構
え
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

ぅ
。
そ
こ
で
、
村
井
貞
勝
の
意
見
で
、
信
長
が
建
設
し
た
二
条
御
所
へ
移
り
、
こ

こ
で
自
害
し
た
の
で
あ
る
。

『
惟
任
退
治
記
』
に
よ
っ
て
、
光
秀
方
の
軍
勢
を
率
い
て
い
た
の
は
、
明
智
弥

平
次
光
遠
ら
一
族
と
斉
藤
利
一
二
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
ま
た
本
能
寺
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や
妙
覚
寺
、
二
条
御
所
の
位
置
と
、
合
戦
の
模
様
が
手
に
取
る
よ
う
に
わ
か
る
。

次
に
信
長
・
信
忠
の
死
後
に
つ
い
て
両
史
料
は
ど
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
か

を
み
よ
う
。

『
信
長
公
記
』

に
よ
る
と
、
光
秀
は
そ
の
後
町
屋
に
打
ち
入
っ
て
落
人
を
探
し
、

勢
多
へ
向
か
っ
た
と
こ
ろ
、
山
岡
兄
弟
が
勢
多
橋
を
焼
い
て
い
た
の
で
、
や
む
な

く
坂
本
に
帰
っ
て
い
る
。

安
土
で
は
、
変
の
報
が
入
る
と
、
信
長
配
下
の
美
濃
・
尾
張
の
人
々
は
妻
子
を

引
引
き
連
れ
て
思
い
思
い
に
逃
れ
た
。
城
中
の
金
銀
・
名
物
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
、

っ
御
上
聴
衆
、
御
子
様
達
」
は
、
蒲
生
賢
秀
、
氏
郷
父
子
が
日
野
ま
で
逃
れ
さ
せ

た。



守
信
長
公
記
』

は
信
長
の
一
代
記
で
あ
る
の
で
、
記
述
は
こ
こ
で
終
わ
っ
て
い

る
。
以
後
の
光
秀
の
行
動
に
つ
い
て
何
の
記
述
も
な
い
。

そ
こ
で
六
月
二
日
の
夕
刻
以
後
の
状
況
を
『
惟
任
退
治
記
』

に
基
づ
い
て
検
討

し
て
み
よ
う
。

光
秀
は
信
長
を
討
っ
た
あ
と
、
「
洛
中
を
鎮
め
」
、
勝
龍
寺
(
青
龍
寺
)
に
明
智
勝

兵
衛
を
残
し
て
、
二
日
午
の
刻
(
十
二
時
前
後
)
に
は
坂
本
城
に
帰
っ
て
い
る
。

信
長
討
た
れ
る
と
い
う
知
ら
せ
が
届
い
た
安
土
城
の
様
子
は
、
『
信
長
公
記
』

の
記
述
と
大
差
が
な
い
。
光
秀
は
坂
本
か
ら
安
土
山
に
移
り
、
次
い
で
長
浜
、
佐

和
山
に
乱
入
し
て
、
近
江
を
「
一
片
(
一
遍
)
」
に
従
え
、
六
月
十
日
坂
本
城
に
帰

陣
し
た
と
い
う
。

こ
の
と
き
、
光
秀
は
長
岡
藤
孝
・
筒
井
順
慶
に
再
コ
一
使
い
を
遣
わ
し
て
、
上
洛

を
促
し
た
が
、
光
秀
の
「
逆
意
」
に
二
人
は
同
意
し
な
か
っ
た
。

堺
に
在
隊
し
て
い
た
信
孝
と
丹
羽
長
秀
は
、
同
じ
織
田
氏
で
は
あ
る
が
、
光
秀

明智光秀の親族・家臣団と本能寺の変

の
女
婿
で
あ
る
信
澄
を
、
大
坂
に
攻
め
て
討
ち
果
た
し
た
。
備
中
表
で
は
秀
吉
が

毛
利
と
講
和
を
結
び
、
六
月
六
日
に
備
中
表
を
引
き
、
七
日
姫
路
、
九

B
に
は
尼

崎
に
着
き
、
山
崎
天
神
馬
場
に
着
陣
し
て
い
る
。
丹
羽
、
池
田
ら
は
摂
津
富
田
に

陣
を
敷
い
た
。
秀
吉
は
軍
を
「
中
筋
・
川
手
・
山
手
」
に
分
け
て
総
攻
撃
を
か
け

た
の
で
、
光
秀
は
敗
北
し
、
三
十
人
ば
か
り
で
青
龍
寺
に
立
て
龍
も
っ
た
が
、
主

従
五
、
六
人
で
坂
本
を
目
指
し
て
逃
亡
し
た
。

安
土
山
に
は
明
智
弥
平
次
(
光
吐
き
が
在
城
し
て
い
た
が
、
光
秀
が
敗
れ
た
こ
と

を
聞
き
、

一
千
余
騎
を
率
い
て
い
た
の
で
、
光
秀
軍
に
加
わ
ろ
う
と
大
津
ま
で
や

っ
て
き
た
と
こ
ろ
、
堀
久
太
郎
に
行
き
合
い
、
追
い
立
て
ら
れ
、
一
二
百
ば
か
り
を

討
た
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
弥
平
次
は
小
舟
に
乗
っ
て
坂
本
城
に
入
り
、
立
て

龍
も
っ
て
い
る
。

一
方
秀
吉
は
山
崎
合
戦
の
翌
日
、
三
井
寺
に
着
陣
し
、
坂
本
に
向
か
お
う
と
し

て
い
た
と
こ
ろ
、
方
々
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
首
の
中
に
光
秀
の
首
が
あ
っ
た
の
で
、

「
本
望
」
と
喜
ん
だ
と
い
う
。
光
秀
の
死
は
六
月
十
三
日
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
、

諸
種
の
史
料
に
共
通
し
た
見
方
で
あ
る
。

明
智
弥
平
次
は
こ
の
こ
と
を
聞
い
て
、
明
智
の
一
類
・
谷
属
を
悉
く
刺
し
殺
し
、

天
守
に
火
を
懸
け
、
自
害
し
て
果
て
た
。
弥
平
次
の
行
動
に
対
し
て
「
敵
味
方
其

所
相
感
也
」
と
、
『
惟
任
退
治
記
』
は
-
評
価
し
て
い
る
。

佐
和
山
の
明
智
方
は
丹
羽
長
秀
に
よ
っ
て
制
圧
さ
れ
、
城
は
丹
羽
に
渡
さ
れ
た
。

後
の
清
須
会
議
で
は
、
羽
柴
・
柴
田
・
丹
羽
・
池
田
の
四
人
が
天
下
の
政
道
を
行

う
こ
と
が
取
り
決
め
ら
れ
て
い
る
。

明
日
副
首
方
の
重
臣
の
う
ち
、
斉
藤
利
三
は
光
秀
が
討
た
れ
た
こ
と
を
知
ら
ず
、
堅
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田
辺
の
知
音
を
頼
っ
て
畳
居
し
て
い
た
が
、

つ
い
に
捕
ら
え
ら
れ
た
。
こ
の
利
=
一

に
つ
い
て
、
『
惟
任
退
治
記
』

は
、
明
智
弥
平
次
に
次
い
で
、
大
き
な
賛
辞
を
与

え
て
い
る
。
利
三
は
、
平
生
武
芸
だ
け
で
な
く
「
五
当
L

を
専
ら
に
し
、
朋
友
に

会
い
、
「
内
に
花
月
を
翫
び
、
詩
歌
を
学
」
ぶ
文
化
人
で
あ
っ
た
と
し
、
こ
の
よ

う
な
難
に
遭
っ
た
こ
と
は
「
遺
恨
L

が
深
い
、

と
惜
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

斉
藤
利
三
の
死
骸
は
車
に
乗
せ
て
洛
中
を
渡
し
、
明
智
光
秀
の
首
と
体
と
共
に

粟
田
口
に
お
い
て
「
機
に
挙
げ
」
ら
れ
た
(
礁
に
処
せ
ら
れ
た
)
。

以
上
が
光
秀
の
挙
兵
か
ら
処
刑
ま
で
の
描
写
で
あ
る
。
『
惟
任
退
治
記
』
は
こ

の
後
に
、
光
秀
の
敗
因
と
、
大
徳
寺
に
お
け
る
秀
吉
に
よ
る
信
長
の
葬
儀
の
模
様

を
描
写
し
て
終
わ
っ
て
い
る
。



五

本
能
寺
の
変
の
評
価
と
光
秀
の
親
族
・
家
臣
団

信
長
側
か
ら
の
史
料
で
あ
る
『
信
長
公
記
』

と
、
お
そ
ら
く
は
秀
吉
が
信
長
の

葬
儀
を
主
催
し
た
こ
と
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
書
き
残
し
た
と
思
わ
れ
る
「
惟
任

退
治
記
」
を
対
比
し
つ
つ
、
本
能
寺
の
変
に
至
る
過
程
と
変
後
明
智
光
秀
の
家
臣

団
が
崩
壊
す
る
ま
で
を
詳
し
く
み
て
き
た
。
右
の
検
討
か
ら
本
能
寺
の
変
の
意
義

と
、
光
秀
の
親
族
や
家
臣
聞
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

「
惟
任
退
治
記
」
は
、
光
秀
が
「
将
軍
L

信
長
の
数
年
の
つ
御
厚
恩
L

に
よ
る

立
身
を
遂
げ
な
が
ら
、
六
月
二
日
未
明
に
信
長
を
討
ち
、
六
月
十
三
日
と
い
う
わ

ず
か
十
一
日
自
に
首
を
例
ね
ら
れ
た
の
は
、
「
因
果
歴
然
」
で
あ
る
と
評
し
た
。

光
秀
の
謀
叛
は
、
主
君
に
対
す
る
反
逆
で
あ
り
、
主
従
制
度
を
打
ち
崩
す
下
剤
上

の
典
型
と
す
る
、
そ
の
後
一
般
に
流
布
す
る
見
方
の
塙
矢
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
長
岡
藤
孝
が
光
秀
に
味
方
し
な
か
っ
た
の
は
、
年
来
将
中
阜
の
御
思
を
蒙
る

こ
と
「
浅
か
ら
ず
L

で
あ
っ
た
た
め
と
し
、
こ
れ
も
主
従
制
の
理
念
か
ら
妥
当
な

判
断
だ
と
評
し
て
い
る
。
そ
の
藤
孝
が
逆
に
備
中
表
の
秀
吉
に
飛
脚
を
遣
わ
し
て

同
心
し
た
点
、
が
、
光
秀
敗
因
の
一
つ
で
あ
る
と
す
る
。
藤
孝
の
秀
吉
と
の
同
心
に

つ
い
て
も
、
信
長
の
寸
御
思
」
で
解
釈
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
主
従
制
を
基
本
と

す
る
御
恩
と
奉
公
の
あ
る
べ
き
姿
に
反
す
る
と
、
光
秀
の
信
長
討
伐
を
非
難
し
、

そ
れ
に
反
し
て
光
秀
の
重
臣
で
あ
っ
た
明
智
光
春
と
斉
藤
利
コ
一
は
、
光
秀
に
殉
じ

て
命
を
落
と
し
た
点
か
ら
主
従
制
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
評
価
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。

し
か
し
史
実
か
ら
見
る
と
、
光
秀
が
朝
倉
氏
か
ら
織
田
信
長
へ
と
、
主
君
を
変

え
た
の
は
、
自
ら
の
選
択
に
よ
る
こ
と
を
見
た
。
秀
吉
が
信
長
に
仕
え
た
の
も
、

藤
孝
が
足
利
義
昭
を
見
限
っ
て
信
長
に
仕
え
た
の
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
選
択
に
よ
る

こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
家
臣
が
主
君
を
選
択
す
る
時
代
、
戦
国
時
代
は
こ
の
よ

う
な
時
代
で
あ
っ
た
。

中
世
後
期
に
農
民
層
が
主
体
と
な
っ
て
起
こ
し
た
土
一
授
は
、
「
下
剤
上
の
至

り
L

で
あ
る
と
評
さ
れ
た
。
武
士
階
級
に
お
い
て
も
、
赤
松
氏
の
将
軍
義
教
暗
殺

以
来
、
「
下
剤
上
」
の
風
潮
は
一
般
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
戦
国
大
名
の

多
く
は
守
護
大
名
に
対
す
る
「
下
剤
上
L

と
し
て
成
り
上
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。

織
田
氏
は
尾
張
学
国
の
守
護
代
の
家
か
ら
戦
国
大
名
に
な
り
、
遂
に
天
下
を
取
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
時
代
に
生
き
た
人
々
に
主
従
制
に
基
づ
く
御
思
と
奉
公

の
一
元
的
な
関
係
を
求
め
る
ほ
う
が
事
実
に
合
致
し
な
い
だ
ろ
う
。
選
ん
だ
主
君

を
見
限
る
こ
と
は
光
秀
以
前
に
も
い
く
つ
も
事
例
は
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
信
長
が
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最
後
に
「
是
非
に
及
ば
ず
」
と
の
言
葉
を
残
し
た
の
も
、
主
君
へ
の
家
臣
の
側
か

ら
の
反
逆
は
こ
れ
ま
で
の
歴
史
の
上
で
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
と
い
う

認
識
に
基
づ
い
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
前
例
が
あ
る
の
に
、
光
秀
の
評
価
が

低
い
の
は
、
短
時
日
の
う
ち
に
、
そ
の
後
の
光
秀
の
天
下
取
り
の
シ
ナ
リ
オ
が
崩

(
お
)

壊
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
思
う
。

で
は
な
ぜ
光
秀
は
短
時
日
で
敗
れ
た
の
か
、
光
秀
の
親
族
と
家
臣
団
の
動
き
を

見
直
し
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
理
由
を
考
え
産
し
て
み
よ
う
。

光
秀
の
家
臣
と
し
て
史
料
に
名
が
残
る
人
々
の
う
ち
、
明
知
日
姓
を
名
乗
る
も
の

は
明
智
光
春
、
明
智
光
忠
で
あ
る
。
光
春
は
光
秀
の
従
兄
弟
で
、
光
秀
の
長
女
の

後
夫
に
な
っ
た
人
で
あ
る
。
長
女
は
初
め
荒
木
村
重
の
嫡
子
村
安
に
嫁
し
て
い
た
。

天
正
五
年
荒
木
村
重
父
子
が
信
長
に
反
逆
し
た
と
き
、
滝
川
一
益
や
明
智
光
秀
に



(
鈎
)

攻
め
ら
れ
た
こ
と
は
前
述
し
た
。

一
0
ヶ
月
の
龍
城
後
、
子
息
村
安
の
守

村
重
は
有
岡
城
(
伊
丹
城
)
に
龍
も
り
、

る
尼
崎
城
に
入
っ
た
。
天
正
七
年
九
月
、
主
君
の
い
な
い
有
開
城
は
信
長
軍
の
包

聞
に
依
っ
て
陥
落
じ
て
い
る
。
こ
の
と
き
村
安
の
奏
(
光
秀
長
女
)
は
助
け
出
さ
れ

た
。
し
か
し
村
重
の
奏
「
た
し
殿
L

以
下
村
重
の
弟
妹
や
子
女
コ
一
六
人
は
捕
ら
え

(
初
)

ら
れ
、
十
二
月
に
京
都
六
条
河
原
で
処
刑
さ
れ
た
こ
と
は
有
名
な
事
実
で
あ
る
。

村
安
の
妻
が
荒
木
一
族
の
親
族
中
、
た
だ
一
人
助
け
出
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
女

姓
が
光
秀
の
娘
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
信
長
の
信
頼
厚
い
家
臣
で
、
摂

津
は
荒
木
村
重
を
、
丹
波
・
丹
後
は
光
秀
を
大
将
と
し
て
攻
略
さ
せ
る
こ
と
を
構

想
し
て
い
た
時
代
に
、
光
秀
自
身
が
構
築
し
た
婚
姻
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
主
君

信
長
は
こ
の
婚
姻
を
知
っ
て
、
扱
い
に
光
秀
を
起
用
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ

の
た
め
光
秀
の
娘
は
、
無
事
に
助
け
出
さ
れ
た
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
天
正
七

年
十
二
月
の
有
国
間
城
陥
落
以
後
、
光
秀
長
女
は
一
族
中
の
光
春
と
一
再
婚
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。

明智光秀の親族・家臣団と本能寺の変

光
忠
も
光
秀
の
従
兄
弟
で
あ
り
、
光
秀
の
娘
の
夫
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
二
人

は
親
族
で
も
あ
り
、
光
秀
の
娘
を
妻
に
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
光
秀
に
と
っ
て
は

最
も
信
頼
の
置
け
る
重
臣
で
あ
っ
た
と
思
う
。
特
に
光
遠
が
「
惟
任
退
治
記
」
で

光
秀
に
忠
実
な
臣
下
と
し
て
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
点
か
ら
み
て
、
光
春
と
光

遠
は
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
。

光
秀
の
四
女
(
玉
子
)
が
嫁
し
た
細
川
忠
興
は
、
藤
孝
と
は
異
な
り
、
光
秀
と
は

行
動
を
共
に
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
光
秀
に
対
し
て
は
特
に
親
密
で
あ
っ
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。
信
長
が
命
じ
た
婚
姻
で
あ
っ
た
王
子
と
の
婚
姻
を
、
『
細
川

(
幻
)

は
初
め
辞
退
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
記
す
よ
う
に
、
光
秀
だ
け
を
上
司
と

家
記
』

仰
い
で
は
い
な
か
っ
た
節
が
あ
る
。
藤
孝
は
足
利
家
か
ら
織
田
信
長
に
奉
公
先
を

変
え
、
忠
興
は
初
め
か
ら
信
長
を
主
君
と
見
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

本
能
寺
の
変
時
、
光
秀
に
加
担
し
な
か
っ
た
が
、
玉
子
は
「
離
婚
L

と
い
う
名
目

で
味
土
野
に
幽
閉
し
命
を
助
け
て
い
る
。
細
川
家
は
光
秀
に
加
担
し
な
か
っ
た
代

わ
り
に
、
上
湾
と
し
て
本
城
青
龍
寺
城
の
回
復
や
、
桂
川
西
地
一
職
の
拝
領
、
丹

波
・
丹
後
攻
略
な
ど
で
大
き
な
恩
義
を
感
じ
て
い
た
光
秀
に
対
し
て
、
玉
子
を
生

き
延
び
さ
せ
た
こ
と
で
、
義
理
を
果
た
し
た
の
で
あ
ろ
う
(
別
稿
で
王
子
は
四
女
で

あ
り
、
三
女
が
次
に
述
べ
る
織
間
信
澄
の
奏
で
あ
る
こ
と
を
確
定
し
た
)
。

三
女
の
夫
は
織
田
信
澄
で
あ
る
。
信
澄
は
織
田
信
長
の
弟
信
行
の
子
で
あ
る
か

ら
、
信
長
の
甥
に
当
た
る
。
信
行
は
兄
信
長
が
尾
張
の
織
田
氏
一
族
を
滅
ぼ
す
過

程
で
、
親
族
と
し
て
は
真
っ
先
に
兄
に
反
逆
し
た
と
の
理
由
で
弘
治
三
年
(
一
五

五
七
)
に
誘
殺
さ
れ
た
人
で
あ
り
、
そ
の
子
信
澄
は
三
歳
の
時
、
親
の
敵
信
長
の
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命
で
家
臣
(
柴
田
勝
家
)
に
預
け
ら
れ
、
そ
の
後
光
秀
の
婿
と
さ
れ
た
と
い
う
経
歴

を
持
つ
。
従
っ
て
天
正
十
年
光
秀
が
信
長
を
試
逆
し
た
と
き
、
真
っ
先
に
光
秀
と

の
同
調
を
周
囲
の
織
田
一
族
や
信
長
家
臣
団
に
疑
わ
れ
、
大
坂
に
出
陣
し
て
い
た

信
澄
は
、
丹
羽
長
秀
な
ど
の
信
長
家
臣
団
の
攻
撃
を
受
け
大
坂
城
千
貫
櫓
で
自
殺

し
て
い
る
。

信
澄
は
こ
の
時
二
十
八
歳
で
ふ
め
っ
た
と
も
二
十
五
歳
で
あ
っ
た
と
も
云
わ
れ
る
。

光
秀
の
娘
と
の
間
関
に
男
子
一
入
、
女
子
一
人
が
あ
り
(
『
諸
家
系
図
纂
』
十
三
之
一
、

な
お
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
四
九
-
一
は
男
子
二
人
で
、
嫡
男
の
子
の
中
の
女
子
が
京
極
氏

に
嫁
し
た
と
す
る
)
、
男
子
(
信
重
、
『
寛
政
』
は
目
日
澄
と
す
る
)
は
豊
臣
秀
頼
に
仕
え
、

大
坂
方
と
し
て
冬
・
夏
の
障
に
も
参
加
し
た
が
、
そ
の
後
徳
川
家
康
に
許
さ
れ
、

近
江
田
内
で
二
千
石
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
女
子
は
後
京
極
高
知
に
嫁
し
た
と
さ



れ
る
。
大
坂
で
信
澄
が
亡
く
な
っ
た
の
は
、
当
時
信
澄
は
信
長
の
大
坂
「
城
代
」

(
認
)

を
丹
羽
と
共
に
務
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

信
澄
が
光
秀
に
同
調
す
る
も
の
と
周
圏
か
ら
見
ら
れ
た
の
は
、
信
澄
の
父
が
信

長
に
抹
殺
さ
れ
た
こ
と
、
こ
れ
を
信
澄
は
遺
恨
に
思
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
と
、

信
長
家
臣
回
は
等
し
く
思
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど
、
信
長
の
全
国

平
定
過
程
で
の
織
田
親
族
に
対
す
る
過
酷
な
仕
打
ち
は
、
家
臣
団
中
に
し
っ
か
り

と
記
憶
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(
お
)

信
澄
に
つ
い
て
は
、
「
一
段
逸
物
」
(
『
多
聞
院
日
記
』
六
月
五
日
条
)
と
い
う
評
価

が
あ
る
こ
と
を
記
憶
す
る
必
要
が
あ
る
。
信
長
は
家
臣
光
秀
に
婿
入
り
さ
せ
た
と

は
い
え
、
信
長
政
権
を
支
え
る
一
角
に
置
く
こ
と
も
考
え
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。

信
澄
の
人
物
像
は
明
確
で
は
な
い
が
、
何
ら
か
の
優
れ
た
能
力
を
も
っ
た
人
で
あ

っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
丹
羽
長
秀
ら
に
よ
っ
て
先
手
を
打
っ
て
殺
害
さ
れ

た
信
澄
も
、
本
能
寺
の
変
の
犠
牲
者
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

長
女
の
先
夫
荒
木
村
安
は
先
述
の
よ
う
に
信
長
に
伊
丹
城
を
攻
撃
さ
れ
た
村
重

の
嫡
子
で
あ
る
。
村
重
と
は
、
光
秀
・
藤
孝
共
に
「
睦
ま
じ
か
っ
た
」
と
『
細
川

家
記
』
に
あ
り
、
信
長
の
伊
丹
城
攻
撃
時
、
光
秀
な
ど
信
長
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
コ
一

使
(
光
秀
・
宮
内
卿
法
印
・
万
見
仙
千
代
)
と
藤
孝
は
「
扱
い
」
(
交
渉
)
を
す
る
が
、
村

重
は
納
得
し
た
が
、
「
一
族
郎
党
」
が
同
意
せ
ず
、
交
渉
は
決
裂
し
、
コ
一
使
は
安

と
い
う
経
過
が
あ
っ
た
。
信
長
の
伊
丹
城
総
攻
撃
は
天
正
七
年

土
に
帰
っ
た
、

(
一
五
七
九
)
十
二
月
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
光
秀
長
女
の
再
婚
は
そ
れ
よ
り
後
の

こ
と
で
あ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
信
長
の
摂
津
、
丹
波
、
丹
後
平
定
構
想
に
加

え
て
、
光
秀
の
荒
木
父
子
と
の
親
密
さ
か
ら
み
て
も
、
光
秀
が
信
長
の
「
調
略
」

軽
視
に
疑
問
を
持
ち
始
め
た
理
由
が
よ
く
わ
か
る
。

信
長
家
臣
団
内
の
婚
姻
関
係
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
も
う
一
例
あ
る
。
そ
れ
は
、

光
秀
の
従
姉
妹
が
柴
田
勝
定
と
婚
姻
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
柴
田
勝
定
は
柴
田

勝
家
の
家
臣
で
あ
っ
た
が
、
玉
子
の
「
輿
入
れ
し
の
こ
ろ
、
光
秀
の
家
臣
に
成
り

た
い
と
、
勝
定
が
「
妻
子
」
を
連
れ
て
坂
本
城
に
や
っ
て
き
た
、
と
記
さ
れ
る
。

(
お
)

王
子
の
「
輿
入
れ
L

は
筆
者
旧
稿
「
戦
国
期
の

『家』

と
女
性

i
細
川
ガ
ラ
シ
ヤ

の
役
割
L

で
天
正
六
年
八
月
が
妥
当
で
あ
る
と
し
た
の
で
、
そ
の
こ
ろ
勝
定
が
妻

子
を
連
れ
て
光
秀
の
坂
本
城
に
来
た
と
す
る
の
は
事
実
経
過
と
し
て
も
矛
盾
が
な

い
。
天
正
六
年
に
は
光
秀
は
信
長
の
命
に
よ
っ
て
丹
波
攻
略
に
専
心
し
て
お
り
、

「
調
略
」
に
よ
っ
て
波
多
野
三
兄
弟
を
降
参
さ
せ
た
の
に
、
信
長
が
切
腹
さ
せ
た

こ
と
に
、
藤
孝
共
々
憤
っ
て
い
た
こ
と
は
先
に
見
た
。
七
月
に
は
神
土
口
城
か
ら
降

参
を
乞
う
て
き
た
の
を
、
光
秀
の
「
謀
L

で
「
無
事
を
調
え
た
」
こ
と
に
よ
り
、

秀
吉
の
神
土
口
・
志
方
攻
め
が
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
八
月
に
は
、
忠
興
と
玉
子
の

婚
姻
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
天
正
六
年
ご
ろ
、
光
秀
は
「
調
略
」
を
駆
使
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し
て
、
信
長
の
平
定
戦
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
姿
を

見
て
、
光
秀
の
従
姉
妹
を
妻
に
し
て
い
た
勝
定
は
、
勝
家
よ
り
も
信
長
の
評
価
が

高
い
光
秀
を
主
君
と
す
る
こ
と
を
、
選
択
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

光
秀
の
男
子
は
明
智
家
に
残
っ
た
者
以
外
に
、
筒
井
家
の
養
子
に
な
っ
た
も
の

が
あ
る
と
系
園
に
は
記
さ
れ
る
。
し
か
し
筒
井
系
図
に
は
明
智
家
か
ら
の
養
子
に

つ
い
て
の
記
述
は
一
切
な
い
。

の
ち
に
系
図
か
ら
抹
消
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。

「
明
智
系
図
」
に
は
光
秀
の
養
女
二
人
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
養
女

に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
在
を
記
す
史
料
に
行
き
当
た
ら
な
い
の
で
、
実
在
は
疑
わ

し
い
と
思
う
。



次
に
家
臣
、
中
で
も
重
臣
の
検
討
に
移
ろ
う
。

司
細
川
家
記
』
・
『
惟
任
退
治
記
』
な
ど
の
記
録
類
か
ら
抽
出
で
き
る
光
秀
の
家

臣
の
名
前
と
そ
の
人
物
が
ど
う
表
記
さ
れ
て
い
る
か
を
表
に
し
て
み
た
。
こ
の
表

か
ら
わ
か
る
こ
と
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

永
禄
か
ら
元
亀
、
天
正
元
年
こ
ろ
ま
で
の
光
秀
家
臣
団
は
ま
だ
小
規
模
で
あ
り
、

溝
尾
氏
、
三
宅
氏
、
が
重
臣
と
し
て
名
を
残
す
程
度
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し

か
し
そ
の
中
で
も
、
一
二
宅
氏
は
天
正
十
年
光
秀
最
後
の
時
ま
で
、
「
弥
平
次
親
L

と
し
て
、
親
子
で
、
明
智
家
に
仕
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
二
宅
藤
兵
衛
が
天

正
十
年
の
「
弥
平
次
親
」
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

天
正
五
年
以
後
は
一
族
の
名
が
家
臣
回
中
の
重
臣
と
し
て
続
々
と
登
場
す
る
。

明
智
左
馬
助
光
春
、
明
智
次
左
衛
門
、
明
智
次
右
衛
門
こ
の
三
人
は
も
と
も
と
明

智
氏
の
親
族
で
あ
っ
た
り
、

の
ち
に
親
族
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
重
臣
で
あ
ろ
う
。

妻
木
主
計
介
は
光
秀
の
妻
の
一
族
の
者
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
親
族
・
姻
族
た
ち

が
、
合
戦
時
に
「
将
」
と
し
て
活
躍
す
る
時
代
を
迎
え
て
い
る
。

明智光秀の親族・家臣団と本能寺の変

い
っ
ぽ
う
、
中
村
、
進
士
、
並
河
、
四
王
天
氏
は
光
秀
の
丹
波
、
丹
後
計
略
過

程
で
従
っ
た
「
寄
子
」
で
あ
っ
て
、
譜
代
の
家
臣
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

天
正
十
年
の
光
秀
の
謀
叛
時
に
名
が
残
っ
て
い
る
の
は
、
明
智
左
馬
助
光
春
、

明
智
次
右
衛
門
、
明
智
弥
平
次
光
遠
、
明
智
勝
兵
衛
、
明
智
孫
十
郎
の
明
智
一
族

五
人
と
斉
藤
内
蔵
助
利
コ
一
と
藤
田
伝
五
の
二
人
で
あ
る
。
「
弥
平
次
親
L

は
六
月

末
横
山
で
討
た
れ
た
が
こ
の
人
は
三
宅
氏
で
あ
る
。
高
山
次
右
衛
門
は
坂
本
城
で

自
害
し
て
い
る
。
明
智
氏
に
味
方
し
た
高
山
氏
も
、
「
与
力
」
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
天
正
十
年
六
月
段
階
の
光
秀
家
臣
(
重
臣
)
は
明
智
姓
の
親

族
の
者
複
数
と
斉
藤
利
三
、
藤
田
伝
五
、
そ
れ
に
譜
代
の
家
臣
で
あ
る
三
宅
氏
で

あ
っ
た
と
云
え
る
。

こ
れ
ら
家
臣
の
中
で
、
光
秀
が
最
も
信
頼
し
て
い
た
家
臣
は
と
い
え
ば
、
天
正

十
年
六
月
一
日
亀
山
で
謀
叛
を
決
意
し
た
時
、
光
秀
と
「
談
合
L

を
し
た
(
「
信
長

公
記
』
な
ど
)
と
云
わ
れ
る
家
臣
達
で
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
は
、
『
信
長
公
記
』

明智光秀の家臣

人 名 永禄11年 天正元年 天正5年 天正 7年 天正10年

i蒜尾庄兵衛 光秀家(細) 家人(細) 家士(締) u(細)

三宅藤兵衛 。(細) 家士(細) u(細)

明智ti.馬助光春 明智の将(細) u(公)

明智次左衛門 u(細)

明智次右衛門 u(細) u(綿) u(惟)(公)

妻木主計 家土(細)

中村 家士(細)

進士 家士(細)

並河 家士(細)

四王天 家士(細)

明智弥平次光i室 u(↑住)

明智勝兵衛 u(↑伎)

明智孫十郎 u(↑住)

斉藤内蔵助利三 u(惟)(公)

藤田伝五 u(公)

弥平次毅(父) u(兼)(言)

高山次右衛門 u(兼)

表1

or家士J などの注記がなく、名前のみ記される者

(細) r.細川家記J (惟) 'j佐任退治記J (公) ，信長公記J (兼) r兼見卿記J (言) r言経卿記』

なお、 r宗及茶湯日記J Iこも光秀家庭の名が登場するが、他の史料主同一人物主見られる人名がごく少なく、原

本確訟が必婆と思われるので割愛した。
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に
よ
れ
ば
「
左
馬
助
、
次
右
衛
門
、
藤
田
伝
五
、
斉
藤
内
蔵
助
」
の
四
人
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
信
長
の
い
た
本
能
寺
を
取
り
巻
い
た
の
は
、
「
惟
任
退
治
記
」
に
よ
れ

ば
「
弥
平
次
光
遠
、
勝
兵
衛
、
次
右
衛
門
、
孫
十
郎
」
と
「
斉
藤
内
蔵
助
L

の
五

人
で
あ
っ
た
と
す
る
。

こ
の
ニ
史
料
を
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
光
秀
は
明
智
一
族
の
重
臣
に
、
藤
田
伝

五
と
斉
藤
利
三
を
含
む
四
、
五
人
に
決
意
を
は
か
つ
て
相
談
し
、
持
ち
場
を
予
め

決
め
、
本
能
寺
に
向
か
っ
た
人
数
は
明
智
一
族
と
斉
藤
利
三
を
中
心
と
す
る
部
隊

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
の
後
明
智
光
遠
は
安
土
城
守
備
に
回
り
、
光
秀
が
敗
れ
た
の
を
知
っ
て
大
津

ま
で
き
た
と
こ
ろ
で
堀
久
太
郎
に
遭
い
、
小
舟
に
乗
っ
て
坂
本
に
た
ど
り
着
き
、

坂
本
に
立
て
龍
も
ろ
う
と
す
る
が
、
光
秀
の
死
を
聞
き
自
害
す
る
。
明
智
勝
兵
衛

は
青
龍
寺
に
残
っ
た
が
、
他
の
家
臣
と
共
に
山
崎
合
戦
で
敗
れ
る
。
斉
藤
利
三
は

堅
田
へ
逃
げ
て
い
た
が
捕
ら
え
ら
れ
、
処
刑
さ
れ
て
い
る
。
「
弥
平
次
親
(
父
)
」

に
つ
い
て
は
六
月
二
十
九
日
横
山
で
敗
れ
(
六
十
三
歳
)
(
『
兼
見
卿
記
』
『
言
継
卿
記
』
)
、

高
山
次
右
衛
門
は
六
月
十
五
日
坂
本
城
で
天
守
に
火
を
付
け
て
切
腹
し
て
い
る

(
『
兼
見
卿
記
』
)

0

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
光
秀
の
重
臣
は
明
智
姓
の
者
が
多
か
っ
た
が
、
そ
れ
だ

け
で
な
く
妻
の
親
族
や
他
姓
の
者
も
加
わ
っ
て
お
り
、
特
に
斉
藤
利
三
は
「
謀
叛

(
お
)

の
随
一
な
り
」
(
『
一
言
継
卿
記
』
)
と
云
わ
れ
、
重
要
な
役
割
を
来
た
し
た
と
い
え
よ

ぅ
。
光
秀
家
臣
に
は
明
智
姓
の
重
臣
が
多
か
っ
た
こ
と
が
特
徴
で
あ
り
、
し
か
し

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
他
姓
の
家
臣
や
譜
代
の
重
臣
た
ち
を
う
ま
く
家
臣
化
し
て
い

た
と
い
え
る
。
三
宅
氏
な
ど
譜
代
家
臣
は
、
光
秀
の
娘
の
後
夫
に
迎
え
る
な
ど
し

て
積
極
的
に
明
智
姓
を
与
え
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
婚
姻
関
係
を
家
臣
団
形
成
に
う

ま
く
使
う
と
共
に
、
光
秀
の
智
謀
が
他
姓
の
柴
田
氏
や
斉
藤
氏
を
引
き
つ
け
た
理

由
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
な
家
臣
団
構
成
に
関
し
て
は
、
室
町
期
の
初
め
、
安
芸
小
早
川
氏
が
、

庶
子
を
家
臣
化
し
て
、
譜
代
の
「
家
人
」
と
同
列
に
置
き
、
同
質
化
し
て
、
強
力

な
家
臣
田
形
成
を
目
指
し
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。
光
秀
は
譜
代
有
力
家
臣
を

親
族
に
加
え
る
と
い
う
、
小
早
川
氏
と
は
逆
の
方
向
で
、
家
臣
聞
を
形
成
し
て
い

た
こ
と
に
な
る
。

最
後
に
明
智
秀
満
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
叶
明
智
光
秀
』

の
著
者
高
柳

光
寿
氏
は
本
能
寺
の
変
時
の
「
明
知
日
左
馬
助
」
は
秀
満
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
と

断
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
秀
満
の
実
名
が
記
録
に
残
っ
て
い
る
の
は
「
御
領

主
暦
(
歴
)
代
系
閣
記
」
(
丹
波
天
寧
寺
)
で
あ
り
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
諸
種
の
記

録
に
は
実
名
が
な
く
、
確
か
に
記
さ
れ
て
い
る
実
名
は
、
「
弥
平
次
」
は
光
春
、
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「
左
馬
助
L

は
光
遠
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
秀
満
と
い
う
名
に
は
疑
問
が
残

る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
本
能
寺
の
変
後
、
安
土
域
か
ら
坂
本
城
に
帰
つ

た
の
は
明
智
弥
平
次
光
遠
で
あ
る
こ
と
は
「
惟
任
退
治
記
L

と
い
う
天
正
十
年
に

書
か
れ
た
史
料
に
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
光
遠

が
大
津
か
ら
舟
に
乗
っ
て
坂
本
に
辿
り
着
い
た
点
が
、
騎
乗
で
の
「
湖
水
渡
り
」

の
伝
説
と
結
び
合
わ
さ
れ
て
、
秀
満
の
行
為
と
し
て
、
後
に
語
り
継
が
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
想
像
す
る
。
よ
っ
て
実
在
の
人
物
と
し
て
は
、
天
正
十
年
段
階
に
は

明
智
左
馬
助
光
春
と
明
智
弥
平
次
光
遠
の
二
人
で
あ
り
、
こ
の
二
人
は
諸
史
料
に

現
れ
る
行
動
が
よ
く
似
て
い
る
の
で
、
同
一
人
物
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
思



お

わ

り

に

本
能
寺
の
変
の
原
因
、
結
果
に
つ
い
て
理
解
す
る
た
め
に
、
織
田
信
長
が
ど
の

よ
う
な
構
想
の
も
と
に
光
秀
を
重
臣
と
し
て
遇
し
、
ま
た
働
か
せ
た
か
を
検
討
し
、

信
長
家
臣
団
の
中
で
の
光
秀
の
親
族
と
家
臣
団
に
つ
い
て
わ
か
る
範
囲
で
考
察
し

て
き
た
。
そ
こ
で
得
た
結
論
を
再
度
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

光
秀
は
娘
の
婿
に
織
田
信
澄
と
い
う
信
長
の
甥
を
迎
え
た
こ
と
で
、
信
長
家
臣

団
の
重
臣
の
中
に
入
っ
て
い
る
。
信
長
、
が
信
澄
を
光
秀
の
婿
と
す
る
よ
う
に
命
じ

た
の
は
、
天
正
二
年
(
一
五
七
四
)
の
こ
と
で
あ
る
。
光
秀
、
が
信
長
の
重
臣
と
な
っ

た
の
は
、
光
秀
自
身
の
「
知
謀
」
や
人
脈
に
よ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
信
澄

を
婿
と
す
る
こ
と
で
、
秀
吉
や
柴
田
勝
家
を
超
え
る
重
臣
の
地
位
が
保
証
さ
れ
た

と
考
え
る
。
光
秀
を
信
頼
し
て
い
な
け
れ
ば
、
自
身
が
抹
殺
し
た
弟
信
行
の
子
信

澄
を
、
養
父
勝
家
の
元
か
ら
光
秀
の
元
へ
と
、
送
る
は
ず
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

明智光秀の親族・家臣屈と本能寺の変

信
長
の
甥
の
う
ち
、

一
般
に
名
が
知
ら
れ
て
い
る
の
は
信
澄
だ
け
で
あ
り
、
姪
は

一
人
は
池
田
信
輝
の
養
女
と
さ
れ
、
も
う
一
人
は
丹

二
人
の
名
が
残
っ
て
い
て
、

羽
長
秀
の
室
と
な
っ
て
い
る
。
信
澄
が
初
め
柴
田
勝
家
に
預
け
ら
れ
た
の
は
、
勝

家
、
が
か
つ
て
信
行
(
信
澄
の
父
・
信
長
弟
)
の
家
臣
で
あ
っ
た
と
い
う
理
由
に
よ
る
と

思
う
。
勝
家
は
信
行
を
見
限
っ
て
信
長
の
家
臣
に
な
っ
た
人
で
あ
っ
た
。

天
正
六
年
八
月
に
光
秀
の
娘
玉
子
と
細
川
忠
興
の
婚
礼
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
も

信
長
が
光
秀
、
藤
孝
を
信
頼
し
、
丹
波
・
丹
後
平
定
に
協
力
さ
せ
る
と
い
う
信
長

の
構
想
に
基
づ
い
て
為
さ
れ
た
婚
姻
で
あ
る
。

信
澄
と
光
秀
娘
の
婚
姻
は
天
正
二
年
、
忠
興
と
玉
子
の
婚
姻
は
天
正
六
年
で
あ

る
の
で
、
信
澄
妻
が
光
秀
の
三
女
で
あ
り
、
玉
子
が
四
女
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の

掲
載
し
て
お
く
。

が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
確
か
な
史
料
か
ら
確
認
で
き
た
光
秀
の
親
族
系
図
を
こ
こ
で

荒
木
村
安

(

光

隆

)

一

光
継
1
1光
綱
|
|
光
秀
1
1
1
1女
子

一

※

※

E

T
光
安
1
1光
春

明

智

光

春

一

丁

女

子

一

一

*

一

一

一

光

近

一

「

女

子

一

柴

ι山
勝
定

一

*
T
光
康
|
|
光
近

ー
茶
|
|
|
光
忠

一
↓
族

一
明
智
光
由
山
崎

下

女

子

議

一

円

織
田
信
澄
期

-
女
子

1

細
川
「
忠
興
図
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丁
光
慶

丁
十
次
郎

右
に
ま
と
め
た
よ
う
に
、
光
秀
の
一
一
一
女
の
信
澄
と
の
婚
姻
、
四
女
玉
子
の
忠
興

ー
乙
寿
丸

と
の
婚
姻
は
、
い
ず
れ
も
、
信
長
の
天
下
取
り
の
構
想
の
も
と
、
家
臣
団
の
配
置

と
役
割
分
担
の
一
環
と
し
て
執
り
行
わ
れ
た
婚
姻
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

そ
れ
に
対
し
て
光
秀
の
長
女
が
荒
木
村
安
に
嫁
し
た
の
は
、
光
秀
と
荒
木
村
重

と
の
、
同
じ
信
長
家
臣
団
中
で
の
結
束
を
意
関
し
て
の
婚
姻
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

摂
津
を
任
さ
れ
た
荒
木
氏
と
、
南
近
江
の
坂
本
に
居
城
し
、
山
城
か
ら
丹
波
・
丹

後
平
定
の
任
務
を
与
え
ら
れ
た
光
秀
と
の
、
信
長
家
臣
団
で
の
横
の
繋
が
り
を
強

化
す
る
た
め
の
婚
姻
で
あ
り
、
荒
木
事
件
以
前
、

と
い
う
よ
り
一
一
一
女
の
婚
姻
(
天



正
二
年
)
以
前
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
長
女
は
荒
木
事
件
の
と

き
、
光
秀
の
娘
で
あ
る
た
め
、
命
を
救
わ
れ
、
明
智
左
馬
光
春
と
再
婚
す
る
。
光

春
は
長
女
と
の
婚
姻
に
よ
っ
て
、
光
秀
家
臣
回
の
重
臣
と
し
て
の
地
位
を
よ
り
国

め
た
。光

秀
二
女
の
明
智
光
忠
と
の
婚
姻
も
光
秀
親
族
と
の
婚
姻
で
あ
り
、
光
忠
は
光

春
同
様
光
秀
の
従
兄
弟
で
あ
る
か
ら
、
年
齢
も
光
春
と
大
差
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

親
族
内
で
の
婚
姻
で
あ
る
か
ら
、
光
秀
が
信
長
重
臣
と
し
て
地
位
を
上
げ
る
直
前
、

つ
ま
り
、
信
長
か
ら
信
澄
や
忠
盟
ハ
を
婿
に
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
以
前
の
婚
姻
で

あ
ろ
う
と
推
測
す
る
。

光
秀
の
親
族
は
、
光
秀
娘
の
夫
と
な
る
こ
と
に
よ
て
、
よ
り
圏
く
結
び
合
わ
さ

れ
、
光
秀
の
重
臣
と
し
て
、
光
秀
を
支
え
続
け
た
。
娘
の
夫
と
な
っ
た
親
族
以
外

に
も
多
く
の
明
智
姓
の
家
臣
が
見
ら
れ
、
光
秀
の
妻
の
一
族
か
ら
も
光
秀
の
家
臣

と
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
。
光
秀
の
親
族
の
結
束
は
固
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

親
族
以
外
で
は
、
溝
尾
氏
、
三
宅
氏
、
そ
れ
に
斉
藤
内
蔵
助
利
三
は
文
人
と
し

て
も
名
高
い
人
で
あ
っ
た
の
で
、
明
智
光
遠
(
光
春
)
と
共
に
世
間
か
ら
惜
し
ま
れ

て
亡
く
な
っ
た
人
で
あ
る
。
利
三
は
春
日
局
の
父
で
あ
る
。
春
日
局
、
が
家
康
の
眼

鏡
に
適
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
父
利
三
の
評
判
が
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

光
秀
は
他
姓
の
臣
下
(
そ
の
多
く
は
譜
代
の
臣
下
)
と
、
親
族
出
身
の
臣
下
を
擁
し
、

信
長
の
構
想
を
現
実
の
も
の
と
す
る
た
め
、
忙
し
く
平
定
戦
に
、
ま
た
征
服
地
の

庶
政
に
身
を
粉
に
し
て
働
い
た
。
光
秀
の
優
れ
た
点
は
豊
か
な
「
知
謀
」
を
働
か

せ
て
信
長
の
重
臣
と
し
て
活
躍
し
た
点
で
あ
り
、
波
多
野
氏
の
処
刑
に
つ
い
て
、

藤
孝
共
々
「
憤
っ
た
L

(

『
細
川
家
記
』
)
よ
う
に
、
信
長
と
は
違
っ
た
合
戦
の
終
息

法
を
是
と
考
え
て
い
た
と
思
う
。

本
能
寺
の
変
を
光
秀
が
決
意
し
た
の
は
、
信
長
の
路
線
と
自
ら
追
求
す
る
路
線

と
の
議
離
が
激
し
い
こ
と
が
、
肉
体
的
な
疲
れ
と
共
に
、
深
刻
に
自
覚
さ
れ
た
た

め
で
は
な
い
か
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
、
近
世
以
降
流
布
し
た
「
主
殺
し
」
と
い

う
レ
ッ
テ
ル
は
、
ま
さ
に
光
秀
を
戦
国
期
の
武
将
の
一
人
と
し
て
見
ず
、
近
世
主

従
制
の
確
定
し
た
時
代
に
貼
ら
れ
た
レ
ッ
テ
ル
で
あ
り
、
採
用
す
る
こ
と
は
出
来

な
い
と
考
え
る
。

人
物
叢
室
田
守
明
智
光
秀
』
を
著
さ
れ
た
高
柳
光
寿
氏
は
「
彼
(
光
秀
)
が
信
長
の

部
下
と
し
て
行
っ
た
為
事
は
信
長
の
為
事
の
一
部
分
で
あ
り
、
彼
を
新
日
本
の
妨

害
者
と
見
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
謝
っ
た
観
察
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、

「
主
殺
し
な
ど
と
い
う
問
題
で
彼
を
論
ず
る
こ
と
は
江
戸
時
代
の
儒
者
の
為
事
で

十
分
で
あ
る
」
(
古
川
弘
文
館
、

一
九
五
八
年
)
と
さ
れ
た
。
主
殺
し
の
く
だ
り
は
筆

者
も
同
意
見
で
あ
る
。
し
か
し
、
光
秀
の
な
し
た
こ
と
が
信
長
の
命
に
し
た
が
っ
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て
の
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
に
異
論
は
な
い
が
、
信
長
の
ム
叩
に
従
っ
て
行
っ
た
平
定

戦
の
過
程
で
、
信
長
の
路
線
と
の
違
い
を
認
識
し
た
点
を
、
本
稿
で
明
ら
か
に
で

き
た
と
考
え
る
。
近
世
日
本
へ
の
移
行
の
道
筋
の
描
き
方
は
、
信
長
と
光
秀
で
は

差
が
あ
り
、
光
秀
に
は
そ
れ
が
次
第
に
大
き
く
感
じ
ら
れ
た
た
め
に
、
本
能
寺
の

変
が
起
こ
っ
た
と
理
解
し
た
い
。

注(
1
)
 
「
土
岐
系
図
」
(
『
寛
政
重
修
諸
家
諮
』
二
八
三
(
堀
田
正
敦
等
編
『
新
訂
寛
政
重
修

諸
家
譜
』
)
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
五
年
)
。

「
明
智
系
図
」
(
『
続
群
書
類
従
』
第
五
輯
下
・
巻
第
二
一
八
、
群
書
類
従
完
成
会
、

一
九
七
二
年
)
。

『
明
智
軍
記
』
(
仁
木
謙
一
校
注
『
明
智
軍
記
』
新
人
物
往
来
社
、

(
2
)
 

3 

一
九
九
五
年
)
。



明智光秀の親族・家臣団と本能寺の変

(
4
)

『
嗣
細
川
家
記
』
第
一
巻
、
第
二
巻
(
『
綿
考
輯
録
』
と
も
一
五
わ
れ
る
。
汲
古
書
院
、

一
九
八
八
年
)
。

(
5
)

「
惟
任
退
治
記
L

(

『
史
籍
集
覧
』
第
二
十
二
冊
、
臨
川
書
庖
)
。

(
6
)

『
改
訂
信
長
公
記
』
(
太
田
牛
一
著
、
桑
田
忠
親
校
注
、
新
人
物
往
来
社
、
一
九
六

五
年
)
。

(
7
)

『
増
訂
織
田
信
長
文
書
の
研
究
』
上
・
下
(
奥
野
高
広
著
、
古
川
弘
文
館
、
一
九
八

八
年
)

0

(
8
)

『
革
島
文
書
』
(
京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
)
。

(
9
)

『
細
川
家
記
』
第
一
巻
。

(
叩
)
『
細
川
家
記
』
第
一
巻
。

(
口
)
『
細
川
家
記
』
第
一
巻
。

(
ロ
)
『
細
川
家
記
』
第
一
巻
。

(
日
)
『
信
長
公
記
』
巻
八
。

(
M
H
)

『
細
川
家
記
』
第
一
巻
。

(
日
)
後
に
本
文
で
考
察
す
る
よ
う
に
、
光
秀
の
長
女
は
天
正
五
年
段
階
に
は
荒
木
村
安

の
奏
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
荒
木
氏
側
か
ら
離
婚
さ
れ
た
の
は
、
村
重
の
謀
叛

時
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

(
日
)
『
細
川
家
記
』
第
一
巻
。

(
げ
)
『
細
川
家
記
』
第
一
巻
。

(
同
)
拙
稿
『
日
本
中
世
の
女
性
』
(
士
ロ
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
)
。

(ω)
『
信
長
公
記
』
巻
十
一
二
。

(
初
)
『
細
川
家
記
』
第
一
巻
。

(
れ
)
拙
稿
『
山
内
一
豊
と
千
代
i
戦
国
武
将
の
家
族
像
』
(
岩
波
書
庖
、
二

O
O
五

年)。

(
幻
)
『
信
長
公
記
』
巻
十
四
。

(
お
)
『
信
長
公
記
』
巻
十
四
、
『
細
川
家
記
』
第
一
巻
。
明
智
光
秀
が
連
歌
や
茶
の
湯
を

通
じ
て
、
細
川
藤
孝
・
忠
興
と
、
単
に
上
司
・
寄
子
と
い
う
関
係
以
上
の
親
密
な
間

柄
を
築
い
て
い
た
こ
と
は
、
別
稿
『
細
川
ガ
ラ
シ
ヤ
』
(
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
一
房
、
二

O

一
O
年
)
で
取
り
上
げ
た
。

(
担
)
『
信
長
公
記
』
巻
十
五
。

(
お
)
『
信
長
公
記
』
巻
十
五
。

(
お
)
『
信
長
公
記
』
巻
十
五
。

(
幻
)
藤
井
学
『
法
華
宗
と
町
衆
』
法
蔵
館
、
二

O
O
三
年
。

(
お
)
桑
田
忠
親
氏
は
「
明
智
光
秀
L

の
中
で
、
光
秀
は
人
道
主
義
者
で
あ
り
、
本
能
寺

の
変
は
う
っ
債
を
靖
ら
す
た
め
で
、
天
下
盗
り
の
野
望
か
ら
で
は
な
い
と
断
定
さ
れ

て
い
る
(
著
作
集
第
二
巻
『
戦
国
武
将
(
一
)
』
所
収
秋
田
書
応
、
一
九
七
九
年
)
。

(
鈎
)
『
信
長
公
記
』
巻
十
一
。

(
鉛
)
『
信
長
公
記
』
巻
十
二
。

(
氾
)
初
め
て
こ
の
話
が
出
た
の
は
、
天
正
二
年
正
月
の
こ
と
で
、
こ
の
時
藤
孝
は
信
長

に
「
忠
奥
は
剛
勇
に
過
ぎ
る
」
と
の
理
由
で
辞
退
し
た
、
が
、
信
長
の
帯
二
一
の
仰
せ
で
、

縁
約
を
諾
し
た
と
『
細
川
家
記
』
(
第
一
巻
)
は
述
べ
る
。

(
辺
)
『
寛
永
諸
家
系
図
伝
』
第
十
(
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
六
年
)
。

(
お
)
『
多
間
関
院
日
記
』
天
正
十
年
六
月
五
日
条
(
辻
善
之
助
編
『
多
聞
院
日
記
』
角
川
書

庖
、
一
九
六
七
年
)
。

(
鈍
)
『
細
川
家
記
』
第
一
巻

(
お
)
拙
稿
「
戦
国
期
の
「
家
」
と
女
性
i
細
川
ガ
ラ
シ
ヤ
の
役
割
」
(
『
京
都
の
女
性

史
』
所
収
、
忠
文
閤
出
版
、
二

O
O
二
年
)

0

(
お
)
『
一
言
経
卿
記
』
天
正
十
年
六
月
十
七
日
条
(
『
大
日
本
古
記
録
』
言
経
卿
記
一
、
岩

波
書
底
、
一
九
五
九
年
)
。
な
お
、
ガ
ラ
シ
ャ
の
自
害
時
に
、
河
北
氏
、
金
津
氏
や

し
も
な
ど
、
多
く
の
明
智
旧
臣
が
ガ
ラ
シ
ャ
の
周
り
に
い
た
こ
と
、
そ
の
中
に
は
婚

姻
時
以
来
細
川
家
に
仕
え
た
者
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
彼
ら
は
ガ
ラ
シ
ャ
の

自
窓
口
に
殉
じ
、
あ
る
い
は
生
き
延
び
た
こ
と
は
、
別
稿
『
絹
川
ガ
ラ
シ
ヤ
』
(
訪
問
掲
)

で
詳
述
し
た
。
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